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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第41期は旧商法第280条ノ19の規定によるストックオプ

ション（新株引受権方式）並びに旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による新株予約権を発行してお

りますが、希薄化効果を有するものがないため記載しておりません。 

３．平成16年５月20日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。なお、第43期の１株当たり当

期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

４．平成18年１月20日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、第44期の１株当たり当期

純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

５．第44期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

６．第45期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高（千円） 8,568,143 9,847,180 10,741,937 10,759,211 11,609,254 

経常利益（千円） 1,297,198 2,065,842 2,242,838 2,100,669 1,733,980 

当期純利益（千円） 721,405 1,160,772 1,367,876 603,650 1,819,505 

純資産額（千円） 15,392,523 16,476,131 19,042,066 19,783,140 21,335,876 

総資産額（千円） 18,269,326 19,448,303 21,914,531 23,575,251 25,268,857 

１株当たり純資産額（円） 1,982.75 2,113.30 1,869.08 955.39 1,022.56 

１株当たり当期純利益（円） 90.28 146.40 137.95 28.93 87.71 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益（円） 
－ 144.98 135.20 28.65 87.46 

自己資本比率（％） 84.3 84.7 86.9 83.9 84.2 

自己資本利益率（％） 4.7 7.3 7.7 3.1 8.9 

株価収益率（倍） 13.8 17.6 18.9 45.9 12.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
1,672,892 1,476,912 1,412,668 1,469,386 444,885 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△147,983 △92,240 △231,919 △2,122,383 △2,724,208 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△240,910 △68,229 1,223,971 2,386 △370,918 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
4,932,664 6,181,136 8,564,284 7,971,455 5,419,884 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]

（人） 

514 

[95] 

508 

[118] 

613 

[119] 

630 

[116] 

664 

[110] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第41期は旧商法第280条ノ19の規定によるストックオプ

ション（新株引受権方式）並びに旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による新株予約権を発行してお

りますが、希薄化効果を有するものがないため記載しておりません。 

３．第43期の１株当たり配当額には、東京証券取引所及び大阪証券取引所の一部指定に伴う記念配当５円を含ん

でおります。 

４．平成16年５月20日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。なお、第43期の１株当たり当

期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

５．平成16年８月31日付で一般公募増資により500,000株、平成16年９月15日付で第三者割当増資により100,000

株の新株式をそれぞれ発行しております。 

６．平成18年１月20日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、第44期の１株当たり当期

純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

７．第44期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

８．第45期の１株当たり配当額には、創業60周年記念配当５円を含んでおります 。 

９．第45期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高（千円） 8,479,398 9,537,065 10,434,144 10,307,170 10,034,011 

経常利益（千円） 1,294,525 1,913,251 2,068,943 1,926,328 1,465,927 

当期純利益（千円） 652,467 1,081,837 1,254,703 513,689 1,644,703 

資本金（千円） 1,967,980 1,992,021 2,682,227 2,789,806 2,828,396 

発行済株式総数（株） 7,854,000 7,884,900 10,297,280 20,942,800 21,065,920 

純資産額（千円） 15,164,278 16,236,921 18,711,255 19,304,587 20,536,439 

総資産額（千円） 18,003,557 19,182,052 21,523,356 22,488,293 23,209,959 

１株当たり純資産額（円） 1,953.31 2,082.57 1,836.56 932.26 986.44 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

15.00 

(－) 

17.00 

(－) 

22.00 

(－) 

15.00 

(－) 

25.00 

(10) 

１株当たり当期純利益（円） 81.42 136.23 126.32 24.54 79.29 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ 134.91 123.81 24.30 79.04 

自己資本比率（％） 84.2 84.6 86.9 85.8 88.5 

自己資本利益率（％） 4.4 6.9 7.2 2.7 8.3 

株価収益率（倍） 15.4 18.9 20.7 54.2 13.94 

配当性向（％） 18.42 12.48 17.42 61.12 31.53 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](人) 

367 

[95] 

345 

[118] 

362 

[119] 

370 

[116] 

364 

[110] 



２【沿革】 

年月 事項 

昭和22年１月 故佐々木寛一（前代表取締役会長 佐々木宏樹（平成17年７月18日逝去）の実父）が、小型トラ

ンス、ラジオ、スピーカーの製造を目的としてササ電機研究所を創業 

昭和38年１月 マイクロモーター及び電気機械器具の製造を目的として、大阪市阿倍野区阪南町中五丁目24番地

に株式会社佐々木電機製作所を資本金１百万円で設立 

昭和44年８月 大阪府八尾市竹渕東へ本社、工場を新築移転 

昭和53年２月 東京都中央区に東京営業所（現：東京支社）を設置 

昭和56年７月 大阪府八尾市若林町へ本社、八尾工場（平成11年５月三田工場に全面移管）を新築移転し、旧本

社工場は大阪工場及び技術開発センターとして稼動（大阪工場は平成６年６月、技術開発センタ

ーは平成４年７月廃止） 

昭和60年１月 福岡市博多区に福岡出張所（現・福岡営業所）を設置 

昭和61年５月 名古屋市中区に名古屋営業部（現・名古屋営業所）を設置（平成８年12月同市東区に移転） 

昭和63年７月 広島市東区に広島営業所を設置 

平成元年４月 横浜市港北区に横浜営業所を設置 

平成元年10月 米国市場の販売強化を目的として、米国にSASAKI ELECTRIC(U.S.A.)CORPORATION（平成６年11月

PATLITE(U.S.A.)CORPORATIONに社名変更）を設立（現・連結子会社） 

平成４年７月 大阪府八尾市若林町に光、音、文字表示機器の総合研究開発センターとして、「テクノセンタ

ー」を新築設置 

平成６年７月 兵庫県三田市テクノパークに三田工場を新設、当社主力工場として稼動開始 

社名を株式会社佐々木電機製作所から株式会社パトライトへ変更 

平成８年12月 仙台市宮城野区に仙台営業所を設置 

平成９年６月 品質管理・保証の国際規格「ＩＳＯ9001」を取得 

平成９年11月 埼玉県浦和市岸町に埼玉営業所（現・平成14年３月さいたま市に移転し、関東営業部（現・関東

営業所）に改称） 

平成10年８月 シンガポールに販売拠点として現地法人PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD（現・連結子会社）を設立 

平成11年２月 インドネシアに生産拠点として現地法人PT.PATLITE INDONESIA（現・連結子会社）を設立 

平成11年５月 三田工場に第２工場を増設し稼動開始 

平成12年６月 大阪証券取引所（現・㈱大阪証券取引所）の市場第二部に上場 

平成13年２月 国際環境管理規格「ＩＳＯ14001」の認証を取得 

平成13年４月 東京証券取引所（現・㈱東京証券取引所）の市場第二部に上場 

平成17年３月 ㈱東京証券取引所及び㈱大阪証券取引所の市場第一部に指定 

 平成17年３月  関西経営品質イノベーション賞を受賞 

 平成17年４月  中国に販売拠点として現地法人派特莱電子（上海）有限公司（現・連結子会社）を設立 

 平成18年１月  不動産事業を営むトーインビル㈱（現・連結子会社）の全株式を取得 

 平成18年９月  中国（青島）に青島金特莱機電科技有限公司との合弁会社である青島派特莱電子有限公司（当社

出資比率51％）（現・連結子会社）を設立 

 平成19年２月  三田工場にテクノセンターを増設し研究開発活動を開始 



３【事業の内容】 
 当社の企業集団は、株式会社パトライト（当社）及び子会社７社で構成されており、主な事業内容は回転表示灯機
器、音声周辺機器、液晶並びにＬＥＤ表示機器の製造販売であります。 
 事業内容と「事業の種類別セグメント情報」の事業区分は同一であり、当社及び関係会社の当該事業における位置
付け並びに事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりであります。 

 上記記載事項の事業系統図は、次のとおりであります。 

 （注） ① 電子警報機器 
② 電子情報伝達機器 
③ 青島金特莱機電科技有限公司及び㈱氷上製作所と当社とは、人事・出資は関係ありません。 

（子会社の新設・解散）  
㈱ＰＨエレクトロニクスは平成18年４月に設立し、青島派特莱電子有限公司（青島金特莱機電科技有限公司と

の合弁会社）は平成18年９月に設立したことにより、子会社となっております。なお、㈱ＰＨエレクトロニクス
（㈱氷上製作所との合弁会社）は、平成18年10月に㈱氷上製作所へ株式を全株譲渡したことにより子会社ではな
くなっております。また、トーインビル㈱は、平成19年３月に解散決議を行っております。  

事業の種類別セグメント
の名称 

主要製品 主要な会社 

電子警報機器事業 
各種回転表示灯 
散光式警光灯 
各種積層式信号灯 
電子サイレンアンプ 
電子音報知器 
音声合成報知器 
セキュリティ機器 

製造
当社
PT. PATLITE INDONESIA 
青島派特莱電子有限公司 

  販売

当社
PATLITE(U.S.A.)CORPORATION 
PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD 
派特莱電子（上海）有限公司 
青島派特莱電子有限公司 

電子情報伝達機器事業 
液晶表示機器 
ＬＥＤ表示機器 

製造、販売 当社



４【関係会社の状況】 

(1）親会社 

 該当事項はありません。 

(2）連結子会社 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．上記の子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）が連結売上高の10％を超える会社はありません。 

４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数で記載しております。 

５．特定子会社に該当しております。 

６．トーインビル㈱は、平成19年３月に解散決議を行っております。 

７．青島派特莱電子有限公司は、平成18年９月に青島金特莱機電科技有限公司との合弁会社として設立したこと

により子会社となっております。 

(3）持分法適用関連会社 

 該当事項はありません。 

(4）その他の関係会社 

 該当事項はありません。 

名称 住所 資本金 
主要な事
業の内容 

議決権の
所有割合
(又は被
所有割
合) 

(％) 

関係内容 

役員の兼任 

資金援助
（千円） 

営業上 
の取引 

設備の 
賃貸借 

その他 当社 
役員 
(名) 

当社 
従業員 
(名) 

PATLITE 

(U.S.A.) 

CORPORATION 

米国 

(カリフォル

ニア州) 

144,200千円 

(1,000千ＵＳドル)

電子警報 

機器事業 
100.0 3 1 － 

当社製

品の販

売 

なし なし 

PATLITE 

(SINGAPORE) 

PTE LTD 

シンガポール

共和国 

(シンガポー

ル) 

229,155千円 

(3,000千ＳＧドル)

電子警報 

機器事業 
100.0 3 2  － 

当社製

品の販

売 

なし なし 

PT.PATLITE 

INDONESIA

（注）５ 

インドネシア

(バタム島) 

156,427千円 

(11,550百万ルピア)

電子警報 

機器事業 

100.0 

(99.0)
5 1  － 

当社製

品の製

造 

なし なし 

派特莱電子

（上海）有限

公司 

中国(上海) 
13,315千円 

(1,034千元)

電子警報 

機器事業 
100.0 3 1  － 

当社製

品の販

売 

なし なし 

トーインビル

㈱（注）６ 
東京都中央区 20,000千円 － 100.0 2 2  － 

不動産

の賃借 
あり なし 

青島派特莱電

子有限公司

（注）７ 

中国(青島) 
29,967千円 

(2,003千元) 

電子警報 

機器事業 
51.0 1 2  － 

当社製

品の製

造及び

販売 

なし なし 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

  （注）従業員は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

２．従業員は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  （平成19年３月31日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

電子警報機器事業 564 (83) 

電子情報伝達機器事業 59 (18) 

全社共通（管理部門） 41 (9) 

合計 664 (110) 

  （平成19年３月31日現在）

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

364（110）   35.1 11.0 5,358,949 



第２【事業の状況】 
 当社グループ（当社及び連結子会社）の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売

上高、生産実績、販売実績等の金額には、消費税等は含まれておりません。 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度における世界経済は、冷戦に代わる地域紛争の増大等の政治や経済に不安定要素を抱えつつも、

欧米諸国やBRICsを中心とする全世界的な景気拡大基調を受けて、概ね好調に推移したと言えます。一方、我が国

経済においては、工作機械業界等では受注残高の高水準維持がみられたものの、販売仕向け先の中心は海外であ

り、国内個人消費の伸び悩みも加わって好景気の実感を伴わない景況が続きました。さらに、公共予算緊縮に拍車

が掛かる中、原油・非鉄金属等の素材、原材料価格の持続的高騰や、為替変動、少子化・高齢化による人口構造の

歪み等の懸念材料を多数抱えた状況にあります。 

 このような経営環境下にあって当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、国内ではパトライト事業が工作

機械関連業等における活発な受注を背景に堅調に推移（昨年比103％）するとともに、特にビジネスソリューショ

ン事業として取組んでおりますネットワーク関連機器に緊急地震速報端末システムが加わり、一層引合いが活発化

しております。車輌機器事業においては、公共予算の大幅な縮小や、冬季期間における降雪量減少に伴う除雪車輌

等の更新の減少、大型入札物件の減少等の影響を受けて、販売は前期比で伸長しませんでした（昨年比91％）が、

自主防犯活動向け青色回転灯の販売は継続して好調に推移（昨年比143％）しており、また消防業界におけるシェ

アアップ等により売上確保に努めてまいりました。  

 また、海外では特に欧州市場における販売が好調（昨年比166％）で、主力自動車メーカーからの受注開始に加え

て、東欧・ロシア地域に商圏が広がり販売基盤を拡充しております。一方中国においては、青島派特莱電子有限公

司の稼動が本年６月から始まり、従来のFAに加え車輌機器市場攻略の戦略拠点として販売への寄与が期待できま

す。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は116億9百万円（前年同期比7.9％増）と過去 高額を更新しました。ま

た、利益面では製造原価の低減や経費緊縮等、経営管理コストの削減を講じたものの、円安基調に伴う輸入仕入コ

ストの増大や、石油製品・非鉄金属を始めとする原材料・購入資材部品の高騰による原材料費の上昇がカバーし切

れず、加えて主要顧客からの販売単価引下げ要求への対応、及び株主数の大幅な増加に伴う関連諸費用の増加や、

テクノセンターの移転関連費用、研究開発や海外事業における販売促進等の営業強化や生産力強化のための経費投

入、人件費見直し等の要因により、経常利益は17億33百万円（同比17.5％減）と減益になりました。当期純利益

は、来期中に売却が決定した旧テクノセンターに関わる減損１億88百万円や繰延税金資産から将来の回収可能性の

見込みがないものの取崩１億10百万円を計上しましたが、一方トーインビル㈱の清算決議により子会社整理損に係

る税効果９億円の追加計上等により18億19百万円（同比201.4％増）と大幅な増益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 電子警報機器事業 

 表示灯機器は、活発な設備投資がみられた半導体関連及び工作機械・自動機械等の産業機器関連業界全般にお

いて受注が進展し売上を増加しております。音声周辺機器におきましては、FA業界を始め、一般産業用途向け

音・音声機器の売上は順調に伸長しましたが、車載用途向けの売上減を補うには至りませんでした。この結果、

電子警報機器事業の売上高は95億23百万円（前年同期比3.3％増）となりました。 

② 電子情報伝達機器事業 

 ＬＥＤ表示ボード製品は、大口物件の獲得や生産管理板等の新製品発売が寄与し、過去 高の売上高を更新し

ましたが、車載用製品は、売上が伸びなかったことにより前年同期比減となっております。液晶製品は、新型モ

ニタ製品の投入遅れが影響して前年同期比減となっております。この結果、電子情報伝達機器事業の売上高は14

億49百万円（同比6.1％減）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 車載用途向けの売上減はあったものの、主要市場であります工作機械や半導体関連業界等における産業機器関

連業界が好調に推移いたしました。また、FA業界を中心に音・音声機器関連製品が順調に推移いたしました。こ

の結果、売上高は103億82百万円（同比6.0％増）、営業利益は材料コストアップや研究開発等の営業費用の増加

により20億62百万円（同比18.2％減）となりました。 

② 北米 

 主要市場であります半導体関連業界が順調に推移したこともあり、売上高は８億41百万円（同比23.6％増）と

大幅に増収となり、利益面においても営業強化により販売関連費用の増加等もあったものの営業利益は48百万円



（同比36.4％増）となりました。 

③ アジア 

 中国をはじめ東南アジア市場における需要が拡大したこともあって、売上高は３億85百万円（同比34.2％

増）、営業利益は新規需要開拓等のため販売関連費用が増加等があったものの２億82百万円（同比80.0％増）と

大幅に増益となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純

利益16億98百万円（前年同期比77.8％増）、減価償却費３億50百万円（同比23.7％増）等の資金の増加はあったも

のの、設備投資の増加に伴う有形固定資産の取得による支出26億13百万円（前年同期は2億73百万円支出）等の資

金の支出があったことにより、前連結会計年度末に比べ、資金は25億83百万円減少（前年同期の使用した資金は５

億92百万円）し、当連結会計年度末には54億19百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、得られた資金は４億44百万円（前年同期の得られた資金は14億69百万円）となっておりま

す。これは主に、法人税等の支払額9億91百万円等ありましたが、税金等調整前当期純利益16億98百万円に加

え、減価償却費3億50百万円があったこと等によります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、使用した資金は27億24百万円（前年同期は21億22百万円使用）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出26億13百万円があったこと等によります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果、使用した資金は3億70百万円は（前年同期の得られた資金は2百万円）となりました。これは

主に、株式の発行による収入が77百万円等ありましたが、配当金の支払額が5億17百万円等があったことにより

ます。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価で表示しております。なお、予定製造原価に基づく原価差額については、原価差額調整を行

っております。 

２．セグメント間の内部振替はありません。 

(2）受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子警報機器事業 4,756,996 106.9 

電子情報伝達機器事業 882,712 92.1 

その他の事業 634,804 － 

合計 6,274,513 116.0 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

電子警報機器事業 9,513,861 102.5 504,521 98.2 

電子情報伝達機器事業 1,493,084 97.5 103,215 173.6 

その他の事業 636,828 － － － 

合計 11,643,773 107.6 607,736 106.0 



(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

２．セグメント間の内部取引はありません。 

３【対処すべき課題】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く経営環境は、今後一層経営環境の厳しさが増すなかで、市場環境

変化に強い事業体質を構築させ、常に業界に先駆けた製品開発と安定的な経営基盤を維持し、高収益体質を実現する

ために、次の項目を中長期経営戦略として重点的に取り組んでおります。 

（1）新規事業並びに重点事業の開拓育成・新製品開発強化 

   多くの引合いのもと発売を開始しております緊急地震速報端末システムを始め、当社が保有するコア事業技術を

応用した新製品の開発を一層強化すると共に、新市場開拓を重点的に推進してまいります。また、「新製品開発

部」の活動を通じて、産学交流も交えた幅広い製品ニーズの取り込みを図り、既存事業や既存製品にとらわれな

い、新しい発想に基づく戦略的新製品の企画、製品化を実現し、次世代を担う新製品の開発に一層注力してまいり

ます。さらに、協業・提携も含めたM&Aを通じて、既存事業との相乗効果が発揮できるよう引き続き国内外での積

極的な検討を進めてまいります。 

（2）海外事業の推進強化 

  海外生産拠点でありますインドネシア工場における工場増設により海外での生産能力を増強し、また営業展開に

おいては、従来の主要市場であります米国、欧州、東南アジア、東アジア等の地域に加えて、インド、中南米、オ

セアニア、中近東等に商圏を拡大すると共に、欧州事務所（平成19年４月に日本の駐在員事務所から子会社である

PATLITE(SINGAPORE)PTE LTDへ移管）を本年3月にウィーン（オーストリア）に移転、急速な発展をみせている東欧

諸国やロシア市場の開拓をも視野に入れていきます。さらに、「青島派特莱電子有限公司」（中国青島）の本格稼

動により、中国における車輌市場の深耕、攻略を目指します。また、各地域の代理店との関係強化を通じて、海外

市場向け商品の企画開発力を一層充実すると共に、パトライトインターナショナル（シンガポール）の統制による

全世界規模のOUT-OUT体制（海外生産／海外販売）でグローバルシェア・アップの実現を目指します。 

（3）独自の製造改革推進 

  平成６年の三田工場完成当初から独自に導入し進化させてきました「セル生産方式」の改善を継続して推し進

め、人と装置の融合による「ハッピーカンパニー・セル」の実現により一層の生産性向上、顧客要望に合わせた短

納期での製品供給、安定的な品質の確保を実現すべく、当社独自の製造改革に注力し推進してまいります。また、

活動開始以来、年々著しい成果を挙げております「ＩＱＣ活動（共栄会社品質向上活動）」に関して、国内はもと

より海外の共栄会社とも一丸となってグローバル規模の展開を強力に進めることで、原流からの品質向上への追求

を引き続き図ってまいります。 

 また、本年2月に完成しました三田工場3号館への「テクノセンター」機能の全面移管により、開発と製造が一体

となった機動的で高効率なモノづくりの具現化を進めてまいります。 

 （4）内部統制システムの拡充取組み 

  コーポレートガバナンスの取組みの一環として、特に内部統制システムの拡充を図るべく「コンプライアンス

委員会」の全社活動を通じて、法令遵守の徹底を始め、全役員・従業員が高い倫理観を持って行動し、社是にあ

る『日々是清潔』に象徴される企業理念やビジョンのより高い次元での実現を図ることで、自らの手による継続

した経営革新活動に結実させ、確固たる企業体づくりを推進してまいります。 

（5）開発・製造の直結化 

テクノセンターを三田工場敷地内に「三田工場３号館」として新設移転し、開発部門と製造部門を直結するこ

とにより、顧客要望の早期商品化や、より高いレベルの品質確保を実現いたします。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子警報機器事業 9,523,108 103.3 

電子情報伝達機器事業 1,449,317 93.9 

その他の事業 636,828 － 

合計 11,609,254 107.9 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において入手可能な情報を基に判断しており

ます。当社グループは、これらのリスク発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。 

（１）当社グループの業績について 

 当社製品である回転灯機器、表示灯機器、音声周辺機器及び液晶並びにＬＥＤ表示機器は、その多くが生産設

備業界における多種多様な設備機械、生産ラインシステム等の状況表示、警告及び操作等に使用されておりま

す。過去３期間における連結売上高に占める生産設備向けの売上高の比率は、平成17年３月期は53.0％、平成18

年３月期は54.2％、平成19年３月期は53.8％であります。当社グループの業績は、当社製品が広範囲な業種の生

産設備に使用されていることから特定業種の業況等による影響は受けにくい傾向にありますが、全体としては民

間設備投資動向等の影響を受ける傾向にあります。 

（２）競合について 

 ユーザーの低価格志向は一段と強まる傾向にあります。こうした動向を狙って、国内の同業他社及びアジア地

域からの低価格品の市場投入が増加してきていることから、当社製品についても販売価格は低下傾向にありま

す。この傾向は今後も継続すると想定されることから、当社においても海外生産子会社への生産移管はもとよ

り、日本国内工場でも引続き製造コストの削減等の対応を図っております。 

 今後において、競合他社の低価格戦略等により更に価格競争が激化し、当社において十分な対応ができなかっ

た場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、今後の事業展開や新製品の販売動向によっては、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）当社グループの事業体制について 

① 生産体制について 

 当社グループは、国内の三田工場に加え、低価格志向ユーザーの需要に対応するために、平成11年２月に海

外生産拠点としてインドネシア共和国バタム島にPT.PATLITE INDONESIA（連結子会社）を設立し、また平成17

年３月には中国で表示灯の委託生産を本格稼動させ、これらに加えて平成18年９月に「青島派特莱電子有限公

司」（中国青島）（連結子会社）を設立し、中国における車輌市場の深耕、攻略を図るとともに、これら生産

拠点を日本を中心に一元的に運営しております。今後において、海外生産拠点においても現地における政情不

安が生じた場合や、海上輸送による船舶事故が生じた場合、生産量増加に見合う人員の確保に困難が生じた場

合等には、製品の供給体制や生産活動に制約を受け当社グループの経営成績に影響を与える可能性がありま

す。さらに、為替相場の動向によっても、製造コストを増加させる要因となり経営成績に影響を与える可能性

があります。 

② 海外販売拠点の整備について 

 当社グループの過去３期間の連結売上高に占める海外販売子会社３社（平成17年３月期までは海外販売子会

社２社）の売上高の比率は、平成17年３月期は7.9％、平成18年３月期は8.9％、平成19年３月期は10.6％であ

りますが、今後においても、海外への製品販売強化を経営の課題と考えております。 

 当社グループは、海外販売拠点網として米国のPATLITE(U.S.A.)CORPORATION（連結子会社）、シンガポール

のPATLITE(SINGAPORE)PTE LTD（連結子会社）に加え、中国に販売拠点として平成17年４月に販売子会社であ

る派特莱電子（上海）有限公司を上海に設立し、さらに欧州の駐在員事務所を平成19年４月にオランダからオ

ーストリアに移転し、また平成19年４月に管轄を日本からPATLITE(SINGAPORE)PTE LTDへ移管して、海外にお

ける販売拠点網の整備を行っております。 

 ただし、上記の各海外販売拠点において売上拡大を図っているものの、今後において海外生産と同様政情不

安の要因により経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、売上高全体に占める輸出売上高の比率が上

昇した場合は、為替相場の変動によっては経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 産業財産権について 

 当社の製品開発においては、「他社製品と差別化できる製品」を基本コンセプトとしております。当社製品

については、類似品の市場参入を防ぐため、特許権を始めとして、実用新案権、意匠権及び商標権等の産業財

産権の取得による保護を推進しており、国内及び海外において積極的に産業財産権の申請を行っております。

 しかし、申請した全ての産業財産権が認定される保証はなく、また、認定されたとしても、他社により類似

品が市場に投入される場合もあります。当社においては、法的手続等を含めて必要な対応策を実施しておりま

すが、これにより当社製品の全てが保護される保証はありません。これらのことから、場合によっては当社に

おける機会損失に繋がる可能性があります。 

 また、国内及び海外諸国において、当社に先んじて他社が産業財産権の認定を受けた場合、当社製品が他社

の産業財産権を侵害、あるいは市場参入が困難となる可能性もあり、事業展開の制約となる可能性がありま

す。 



（４）製造物責任について 

 当社グループでは日本（三田工場）、インドネシア（バタム工場）、中国（委託生産）において生産活動を行

い、特に品質管理に重点を置き製造を行っております。しかしながら、製品に重大な欠陥が発生しないという保

証はありません。当社グループは製造物責任保険については加入しておりますが、製品に重大な欠陥が発生した

ような場合には製造物責任賠償として多額の補償や、信用低下を招き、当社グループの経営成績に影響を与える

可能性があります。 

（５）自然災害について 

 当社グループは、製造、物流、販売を世界に展開しており、予測不可能な自然災害、コンピュータウイルス、

テロといった多くの事象によって引き起こされる災害、停電等によって事業活動に制約を受け、経営成績に影響

を与える可能性があります。 

（６）研究開発活動について 

 当社グループの研究開発費は、平成17年３月期は５億３百万円（連結売上比率4.7％）、平成18年３月期は５

億48百万円（同比5.1％）、平成19年３月期は５億79百万円（同比5.0％）と推移しております。当社グループと

いたしましては、今後とも既存製品の応用研究、車輌製品やセキュリティ製品の開発等市場のニーズや品揃えの

充実等に向けて積極的に研究開発に投資してまいります。しかしながら、新製品の開発の遅れ、開発の不成功に

よって、当社グループの事業展開や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の研究開発活動は、顧客ニーズを的確に捉え、かつ競合各社との差別化を図

る製品開発に主眼をおいて推進しております。 

 各製品開発担当においては商品分野別、あるいは技術内容別に担当を定めて各テーマ毎に開発を行っております。

 テクノセンターにおいては、音響製品の諸特性を計測するための無響室、散水試験室、３次元ＣＡＤ、ソフトウェ

ア開発ツール、光造形装置、試作基板加工機、３次元測定器を始め各種試験設備や計測器を取り揃えており、研究開

発及び信頼性の確認に活用しております。 

 また、社内にデザイン専任の技術者と三田工場には金型設計３次元ＣＡＤ技術者を擁し、成形品やプレス部品の金

型設計から製作まで一貫して行っており、企画の初期段階から開発進行と同時に生産移行への準備を進めることで、

短期間に製品を立ち上げることが可能であります。 

 さらに、将来を見据えた基礎技術及び先端技術や独創技術の研究も怠りなく実施し、技術力の蓄積、品質の向上を

図っております。 

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、５億79百万円であります。 

事業の種類別セグメント区分ごとの研究開発活動は、次のとおりであります。 

(1）電子警報機器事業 

 電子警報機器事業は、「光」や「音」による情報伝達手段を中心に研究開発を推進しており、表示、警告のため

の新光源や光の発光に関する研究、理想的な警報音や音声合成、音声認識に関する研究、新型モータに関する研

究、無線や通信技術に関する研究、センサを応用した製品の研究開発、環境に配慮した開発設計を行っておりま

す。当連結会計年度においては、緊急地震速報受信端末、新型サイレンアンプ、うさぎ型青色回転灯の開発等があ

げられます。当事業に係る研究開発費は４億48百万円であります。 

(2）電子情報伝達機器事業 

 電子情報伝達機器事業は、「文字」による情報伝達手段を中心に研究開発を推進しており、プログラマブル表示

機器による文字・グラフィック・映像からの情報伝達機器としての「液晶表示機器」に関する研究開発及び高輝度

のＬＥＤを採用した視認性に優れたＬＥＤボードによる情報伝達機器としての「ＬＥＤ表示機器」に関する研究開

発を行っております。当連結会計年度においては、耐環境性に優れ、ＤＶＩ入力機能を搭載したＦＡ向けタッチ入

力対応モニタディスプレイ「ＧＭシリーズ」の開発と、情報用マルチカラーＶＭ96Ａシリーズの機種展開の推進、

多彩な表示アクションを行うアプリケーション機能の強化、大型化に対応可能な多段対応ＶＭシリーズの開発と機

種展開等があげられます。 

また新型生産管理板においても性能を向上させた新製品の開発を行っております。 

当事業に係る研究開発費は１億30百万円であります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

（１）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作

成しております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、当社経営陣は、重要な会計方針について選択できる

会計方針については、当社において合理的で妥当な方法を選択し、これを継続適用しております。また、決算日

における資産・負債の報告数値、及び報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りにより計上

される、特に貸倒引当金、法人税等、退職給付引当金、賞与引当金に関する見積り及び判断については、過去の

実績や状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っております。しかしながら実

際の結果は、見積りによる不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。 

（２）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 当社グループはグローバル化を目指して海外戦略を強化しております。しかしながら経営成績には様々な要因

が影響を及ぼします。その中でも経営成績に重要な影響を及ぼす要因として、以下のものがあります。 

① 同業他社の低価格製品の市場参入 

 近年においてユーザーの低価格志向は一段と強まる傾向にあります。こうした動向を狙って、国内の同業他

社及びアジア地域からの低価格製品の市場参入が増加してきていることから、当社製品についても販売価格は

低下傾向にあります。この傾向は今後も継続するものと想定されることから経営成績に重要な影響を与える可

能性があります。 

② 産業財産権への侵害 

 当社製品については、特許権等産業財産権の取得による保護を推進しており、国内及び海外において積極的

に産業財産権の申請を行い、他社の類似品に対しては法的手続等を含めて必要な対応策を講じております。し

かしながら、特許権等の有効期間経過後については、他社からの参入も予想されることから、対応次第では、

経営成績に重要な影響を与える可能性があります。 

③ 為替相場の変動による影響 

 今後は、海外拠点を拡充していくことから、連結売上高に占める海外売上高（輸出及び海外子会社における

売上高）の比率が高くなっていく傾向にあります。よって、相応の為替相場の影響によるリスクが増加するこ

とが予想されることから、経営成績に重要な影響を与える可能性があります。 

（３）当連結会計年度の経営成績の分析 

 当社グループの当連結会計年度の経営環境は、原油や鉄鋼を始めとする主要原材料価格の高騰や大規模な自然

災害による影響等が懸念されたものの、欧米主要各国における堅調な個人消費や、好調を持続する輸出等に支え

られ、また、中国をはじめとするＢＲＩＣｓの経済高成長に牽引されて、世界的な景気拡大が見られました。 

① 売上高・売上原価・売上総利益 

 当連結会計年度の売上高は、116億9百万円（前期比7.9%増）と前期に引き続き過去 高を更新しました。こ

れには合弁会社ＰＨエレクトロニクスの売上高6億37百万円が加算されておりますが、これを差し引いた従来

連結ベースでも前期実績を上回ることができました。特に海外での売上が好調に推移し、アメリカ・ヨーロッ

パ・東南アジア・中国とほぼ全地域で増収を達成いたしました。（海外事業全体で前期比27.2％増） 

一方、国内は車輌機器事業が、公共予算削減や暖冬による除雪車輌更新の減少、海外向け大型入札物件の減少

が重なり不振であったものの、ＦＡ向けを主力とするパトライト事業が活発な設備投資環境を受け堅調に推移

し、また一昨年より強化しているネットワーク関連機器の売上も順調に伸長して、前期並みの売上を確保いた

しました。  

 売上総利益率は前期52.7%から当期47.4％と5.3ポイント悪化しました。このうち合弁会社ＰＨエレクトロニ

クスの連結による悪化影響が2.8ポイント、それ以外の従来連結部分の悪化が2.5ポイントであります。従来連

結部分の悪化要因は、円安による輸入仕入コストの増大や、石油製品・非鉄金属を始めとする原材料・購入資

材部品の高騰による原価アップによるものです。 

② 販売費及び一般管理費・営業利益 

 販売費及び一般管理費は、当連結会計年度は前連結会計年度比2億7百万円増加し、38億24百万円となってお

ります。この主要因は今後の売上拡大に寄与するための新製品の開発や既存製品の改良に伴い研究開発費が31

百万円増加し、さらに営業活動を強化するために旅費交通費が34百万円増加したこと等です。 

 以上の結果、営業利益は16億82百万円で、前連結会計年度比3億73百万円の減益となり、営業利益率も4.6ポ

イント下回り14.5％となっております。 

③ 営業外損益・特別損益・税金等調整前当期純利益 

 営業外収益は、当連結会計年度は前連結会計年度よりも41百万円増加し、1億9百万円となっております。こ

の主要因として、トーインビル㈱より不動産業務を平成19年2月に引き継いだことに伴い不動産賃貸収入とし

て40百万円が発生したことが挙げられます。 



 営業外費用は、当連結会計年度は前連結会計年度よりも35百万円増加し、57百万円となっております。この

主要因として、トーインビル㈱より不動産業務を平成19年2月に引き継いだことに伴い不動産賃貸費用として

31百万円が発生したことが挙げられます。 

 以上の結果、経常利益は17億33百万円で、前連結会計年度比3億66百万円減少、17.5％の減益となっており

ます。 

 また、特別利益では、当連結会計年度は前連結会計年度よりも2億55百万円減少し、1億54百万円となってお

ります。この主要因として、前連結会計年度は代表取締役会長佐々木宏樹の死亡に伴う保険金の受取り4億9百

万円がありましたが、当連結会計年度は退職金制度が平成18年10月に適格退職年金制度から確定拠出年金制度

及び前払退職金制度へ移行したことに伴い退職給付引当金の取崩1億38百万円があったこと等したことが挙げ

られます。 

 さらに、特別損失では当連結会計年度は前連結会計年度よりも13億64百万円と大幅に減少しております。こ

の主要因として、前連結会計年度より適用しました減損会計基準に基づき前連結会計年度は15億４百万円を計

上、当連結会計年度は1億88百万円を計上し、差引13億15百万円が減少したこと等したことが挙げられます。 

 以上の結果、税金等調整前当期純利益は16億98百万円で、前連結会計年度比7億42百万円増加、77.8％の増

益となっております。 

（４）経営戦略の現状と見通し 

① 経営戦略の現状について 

 当社グループの経営環境として、世界経済は概ね景気拡大基調で推移したと言えますが、我が国経済におい

ては、工作機械業界等で受注残高の高水準維持がみられたものの、販売仕向け先の中心は海外であり、また個

人消費の伸び悩みに加えて、公共予算緊縮、原油・非鉄金属等原材料価格の持続的高騰、為替変動等の懸念材

料により、好景気の実感を伴わない景況が続きました。このような状況の中、当社グループは情報表示機器メ

ーカーとして、社会に「安全・安心・楽楽」を提供する企業として、安全確保・省力化・効率化・情報化等に

貢献し、社会生活の様々な分野で製品を提供しております。常に業界に先駆けた製品開発と安定的な経営基盤

を維持し、高収益を実現するために、当社のコア事業技術を応用した新製品の開発や、新市場開拓を推進する

と共に、営業基盤の強化策として国内営業部門については、新規市場の開拓や需要の拡大を図る必要があるこ

とから現有人員の再配置を睨みながら営業力の強化を図ってまいります。また海外営業部門の強化策として、

欧米、アジア各地域に加えて、インド、中南米、オセアニア、中近東地域の市場を開拓し、さらにウィーン

（オーストリア）に移転した欧州事務所を拠点にして東欧諸国やロシア市場に商圏の拡大を図ってまいりま

す。さらに海外生産工場については生産の拡充や能力アップを図るとともに、合弁会社である「青島派特莱電

子有限公司」（中国青島）から中国における車輌市場の攻略を目指し、全世界規模のOUT-OUT体制（海外生産

／海外販売）でグローバル市場におけるシェア・アップを図ってまいります。 

② 今後の見通しについて 

 当社の主力市場であるＦＡ分野（産業機器関連）は、製造業の設備投資が堅調に推移することが予想される

中、増収を見込んでおります。またもう一方の主力市場である車輌機器関連は、公共予算緊縮の影響で官公庁

向けが伸び悩むものの、民需向けは青色防犯製品等の売上拡大が見込め、総じて横ばいが予想されます。また

海外は半導体関連市場での売上回復や、前期に開設した中国販社を中心にした売上も軌道に乗ることが予想さ

れ、さらに海外市場対応製品の開発・販売の強化により増収を見込んでおります。こうした状況のもと、当グ

ループといたしましては、引き続き間接業務の効率化、製造コストの削減に取り組み、収益力の維持・向上を

推進してまいります。 

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループの資金（当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。））状況は、営

業活動によるキャッシュ・フローでは、資金を４億44百万円得ております。これは、主に法人税等の支払額９億

91百万円、退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の減少５億54百万円、売上債権の増加63百万円及びたな卸資

産の増加２億46百万円等により資金の減少はあったものの、税金等調整前当期純利益は16億98百万円を確保し、

減価償却費３億50百万円等があったことによります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より６億１百万円資金の支出が増加し、当連結会計

年度は27億24百万円の資金の支出となりました。これは、三田工場内において３号館（テクノセンター）を増築

し、また新本社の不動産取得をしたこと等により26億13百万円の資金の支出があったことによります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より３億72百万円資金を使用し、当連結会計年度は

３億70百万円の資金の支出となりました。これは主に中間配当を実施したこと等に伴い配当金の支払いが前連結

会計年度より２億94百万円支出が増加したこと等によります。 

 当社グループにおける財務政策は、運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金により資金調達する

ことを原則としております。今後における資金活用としては、剰余金の配当、設備投資、研究開発投資、海外拠

点拡充投資等に資金を有効活用し、流動性を高めてまいります。 



（６）経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しくかつ変化の激しい状況が続くと認識しております。当社グ

ループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、 善の経営方針を立案すべく努めておりま

す。しかしながら、国際経済の動向、公共投資の抑制、企業の設備投資の動向等当社グループを取り巻く事業環

境は一段と厳しさを増すものと予想されます。このような環境の中で事業の拡大、収益の向上を図るため新規需

要の拡大、製品開発の強化、新規事業の開拓育成が急務となっております。また法令遵守の徹底を図るため「コ

ンプライアンス委員会」を設置し、内部統制の充実・強化も実施してまいります。さらに経営を安定させ、更な

る経営基盤の強化及び資本効率を高めていくため、以下の事項を中・長期経営戦略として取組んでまいります。

① 顧客第一主義に徹し信頼される企業になる。 

② アイデアに溢れた独自製品・サービスを作り出す。 

③ グローバルな販売体制を確立し、世界中に同一の品質と製品・サービスを提供する。 

④ 社員の自主性・創造性を発揮できる環境を作る。 

⑤ 継続的な高収益体質を堅持する。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、長期的観点から成長が期待できる製品分野への投資、経営資源の集中化

を図るための投資、さらに省力化及び合理化のための投資を行っております。当連結会計年度の設備投資（長期前払

費用も含む。金額には消費税等は含めておりません。）の内訳は、次のとおりであります。 

 電子警報機器事業においては、表示灯機器等における合理化等を目的として22億12百万円の設備投資を実施してお

ります。 

 電子情報伝達機器事業においては、省力化、増産等のための設備投資２億36百万円を実施しております。 

所要資金については、いずれも自己資金を充当しております。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1）事業の種類別セグメント内訳 

 （注）１．帳簿価額「その他」は、工具器具及び備品並びに、建設仮勘定を含んでおります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

２．上記の他、工具器具及び備品を中心にリース契約による賃借設備によるリース料の支払いが、109,682千円

あります。 

３．従業員数の（ ）内は、臨時従業員数を外数で記載しております。（以下同じ） 

  （平成19年３月31日現在）

事業の種類別セグメントの名
称 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

電子警報機器事業 
3,235,593 113,774 3,739,768 297,130 7,386,267 564 

    (30,594)     (83)

電子情報伝達機器事業 
306,498 9,747 1,131,164 22,486 1,469,896 59 

    (9,274)     (18)

小計 
3,542,091 123,521 4,870,933 319,617 8,856,164 623 

    (39,868)     (101)

消去又は本社 
517,498 16,457 900,314 195,115 1,629,385 41 

    (7,768)     (9)

合計 
4,059,590 139,978 5,771,247 514,732 10,485,550 664 

    (47,636)     (110)



(2）提出会社の状況 

 （注）上記の他、工具器具及び備品を中心にリース契約による賃借設備によるリース料の支払いが、94,482千円ありま

す。 

(3）在外子会社の状況 

  （平成19年３月31日現在）

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業 
員数 
(人) 

建物及び構
築物 

機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

本社・ 

大阪営業部 

(大阪府八尾市) 

全社的管理業務、

電子警報機器事業

及び電子情報伝達

機器事業 

管理業務設備

及び販売業務

設備 

396,373 5,011 
379,528 

(3,400)
98,936 879,849 

87 

(7)

三田工場 

(兵庫県三田市) 

電子警報機器事業

及び電子情報伝達

機器事業 

回転表示灯機

器・液晶表示

機器等生産設

備 

2,727,096 121,962 
2,972,038 

(42,942)
349,386 6,170,483 

193 

(100)

東京支社 

(東京都中央区) 

電子警報機器事業

及び電子情報伝達

機器事業 

回転表示灯機

器・液晶表示

機器等生産設

備 

574,688 3,288 
1,317,181 

(459)
8,106 1,903,264 

36 

(1)

  （平成19年３月31日現在）

会社名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業 
員数 
(人) 

建物及び構
築物 

機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

PATLITE 

(U.S.A.) 

CORPORATION 

(米国カリフォ

ルニア州) 

電子警報機器事業 販売業務設備 － 396 
－ 

 
2,358 2,754 

13 

 

派特莱電子（上

海）有限公司 

(中国上海) 

電子警報機器事業 販売業務設備 － － 
－ 

 
1,420 1,420 

8 

 

PATLITE 

(SINGAPORE)PTE

LTD 

(シンガポール) 

電子警報機器事業 販売業務設備 － － 
－ 

 
5,788 5,788 

7 

 

PT.PATLITE 

INDONESIA 

(インドネシア

バタム島) 

電子警報機器事業 
回転表示灯機

器生産設備 
28,056 9,904 

－ 

 
31,565 69,526 

254 

 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、事業戦略、投資効率等を総合的に勘案して策定して

おります。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しております。 

 なお、当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・売却）は、次のとおりであります。 

（1）重要な設備の新設 

  

  （2）重要な設備の売却 

 （注）１．「第５経理の状況 注記事項 （重要な後発事象）」をご参照ください。 

 ２．本社の移転先は大阪市中央区松屋町であり、平成19年９月末までに移転予定であります。 

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定 
完成後の増
加能力 総額 

(百万円) 
既支払額 
(百万円) 

着手 完了 

当社本社、大

阪営業所 
 大阪市 

全社的管理業

務、電子警報

機器事業及び

電子情報伝達

機器事業  

管理業務設備

及び販売業務

設備 

2,100 1,500  自己資金 平成19.３   平成20.２ －  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容 
期末帳簿価額
（百万円） 

売却の予定時期 
売却による減少
能力 

当社テクノセン

ター（注）1  
八尾市  

電子警報機器事

業及び電子情報

伝達機器事業  

研究開発設備  293 平成19.６ －  

当社本社、大阪

営業所 

（注）１、２  

八尾市   

全社的管理業

務、電子警報機

器事業及び電子

情報伝達機器事

業   

管理業務設備及

び販売業務設

備  

446 平成19.11 －  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】  

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 平成14年６月27日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  （注）新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「（８）ストックオプション制度の

内容」を、ご参照ください。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 41,000,000 

計 41,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 

（平成19年３月31日） 
提出日現在発行数（株） 
（平成19年６月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 21,065,920 21,071,920 

㈱大阪証券取引所 

㈱東京証券取引所 

各市場第一部 

完全議決権株

式であり、権

利内容に何ら

限定のない当

社における標

準となる株式 

計 21,065,920 21,071,920 － － 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 126 101 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30,240 24,240 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 571 571 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日 

至 平成19年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   571 

資本組入額 286 
 同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）  同左 

代用払込みに関する事項 －  －  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －   － 



② 平成16年６月29日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （注）新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「（８）ストックオプション制度の内

容」を、ご参照ください。 

③ 平成17年６月29日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （注）新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「（８）ストックオプション制度の内

容」を、ご参照ください。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 250 250 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000 50,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,054 1,054 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成21年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,054 

資本組入額   527 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注） 同左 

代用払込みに関する事項 －  －  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  －  

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 300 300 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000 60,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,245 1,245 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,245 

資本組入額   623 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注） 同左 

代用払込みに関する事項  － －  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － －  



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の行使によるものであります。 

２．株式分割 

平成16年５月20日付をもって１株を1.2株に株式分割し、これに伴い1,576,980株増加しております。 

３．一般募集 

発行株数500,000株、発行価格1,830.50円、資本組入額916.00円 

４．第三者割当 

発行株数100,000株、発行価格1,830.50円、資本組入額916.00円 

割当先：大和証券エスエムビーシー㈱ 

５．旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の行使並びに旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使により235,400株増加しております。  

６．株式分割 

平成18年１月20日付をもって１株を２株に株式分割し、これに伴い10,379,840株増加しております。 

７．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の行使並びに旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使により発行済株式総数は265,680株、資本金は107,579千円、

資本準備金は107,313千円それぞれ増加しております。  

８．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の行使並びに旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使により発行済株式総数は123,120株、資本金は38,589千円、資

本準備金は38,476千円それぞれ増加しております。  

９．平成19年４月１日から平成19年５月31日までの間における旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権の行使により発行済株式総数は6,000株、資本金は1,716千円、資本準備金は1,710千円それぞ

れ増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成15年４月１日～ 

平成16年３月31日 

（注）１ 

30,900 7,884,900 24,040 1,992,021 24,040 2,008,421 

平成16年５月20日 

（注）２ 
1,576,980 9,461,880 － 1,992,021 － 2,008,421 

平成16年８月31日 

（注）３ 
500,000 9,961,880 458,000 2,450,021 457,250 2,465,671 

平成16年９月15日 

（注）４ 
100,000 10,061,880 91,600 2,541,621 91,450 2,557,121 

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日 

（注）５ 

235,400 10,297,280 140,606 2,682,227 140,371 2,697,492 

平成18年１月20日 

（注）６ 
10,379,840 20,677,120 － 2,682,227 － 2,697,492 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）７ 

265,680 20,942,800 107,579 2,789,806 107,313 2,804,805 

平成18年４月１日～ 

平成19年３月31日 

（注）８ 

123,120 21,065,920 38,589 2,828,396 38,476 2,843,282 



(5）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式247,254株は、「個人その他」に2,472単元及び「単元未満株式の状況」に54株を含めて記載してお

ります。なお、自己株式247,254株は株主名簿記載上の株式数であり、平成19年３月31日現在の実質的な所有

株式も同数であります。 

  

(6）【大株主の状況】 

（注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、567

千株であります。 

２．モルガン・スタンレー証券株式会社及び共同保有者であるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネ

ジメント・インク他３社より、平成19年３月30日付で提出された大量保有報告書により同日現在でそれぞれ

以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  （平成19年３月31日現在）

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 1 38 19 113 54 9 23,931 24,165 － 

所有株式数

（単元） 
395 25,703 1,136 34,417 26,800 19 121,968 210,438 22,120 

所有株式数の

割合（％） 
0.19 12.21 0.54 16.36 12.74 0.00 57.96 100.00 － 

  （平成19年３月31日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈲福寅 奈良県生駒市東生駒２－207－71 2,801 13.29 

吉羽 晴美 奈良県生駒市 844 4.00 

佐々木 育代 奈良県生駒市 691 3.28 

ザチェースマンハッタンバン
クエヌエイロンドン 
（常任代理人 ㈱みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業
務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON  
EC2P 2HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

685 3.25 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－11 568 2.69 

パトライト取引先持株会 大阪府八尾市若林町２－58 506 2.40 

佐々木 雅綱 奈良県生駒市 458 2.17 

吉羽 潤司 奈良県生駒市 448 2.12 

ゴールドマンサックスインタ
ーナショナル 
（常任代理人 ゴールドマ
ン・サックス証券会社東京支
店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K  
（東京都港区六本木６－10－１六本木ヒル
ズ森タワー）  

358 1.69 

株式会社三井住友銀行  
 東京都千代田区有楽町１－１－２ 
  

302 1.43 

計 － 7,665 36.38 



  

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数

（株） 

株券等保有割合 

（％） 

モルガン・スタンレー証券株

式会社 

東京都渋谷区恵比寿４-20-３恵比寿ガーデ

ンプレイスタワー 
21,800 0.10 

モルガン・スタンレー・アン

ド・カンパニー・インコーポ

レーテッド 

1221 Broadway, New York, NY 10036 44,900 0.21 

モルガン・スタンレー・イン

ベストメント・マネジメン

ト・インク 

1221 Avenue of the Americas, 

New York, NY 10020, USA 
980,200 4.66 

モルガン・スタンレー・イン

ベストメント・マネジメン

ト・リミテッド 

25 Cabot Square Canary wharf London E1

4 ４QA U.K. 
539,100 2.56 

モルガン・スタンレー・アン

ド・カンパニー・インターナ

ショナル・リミテッド 

25 Cabot Square Canary wharf London E1

4 ４QA U.K.  
532 0.00 

  合計 1,586,532 7.54 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

  （平成19年３月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式    － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   247,200  － － 

完全議決権株式（その他） 

普通株式  

20,796,600 

  

207,966 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 普通株式    22,120  － 同上 

発行済株式総数 21,065,920 － － 

総株主の議決権 － 207,966 － 



②【自己株式等】 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

① 平成14年６月27日定時株主総会決議 

 当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成14年６月27日開催の第40期定時株主

総会終結の時に在任する当社取締役及び在職する従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを、平成14年６月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、権利未行使の株式数は、次の算式により目的たる株式の数を調整

するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予

約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切り上げます。ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合に

は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株予約権を発行する日の終値とします。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）又は自己

株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

ます。 

  （平成19年３月31日現在）

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱パトライト 
大阪府八尾市若林

町２丁目58番地 
247,200 － 247,200 1.17 

計 － 247,200 － 247,200 1.17 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役８名及び従業員61名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 624,000株 （注）１、５、６ 

新株予約権の行使時の払込金額     571円 （注）２、６ 

新株予約権の行使期間 平成16年７月１日から平成19年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



３．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、定年、任期満了

による退任・退職又は会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した場合は、退任・退職の時点か

ら６ヶ月間に限り新株予約権を行使することができるものとします。 

また、新株予約権者がその地位を喪失した日が権利行使期間の開始日に先立つ場合、権利行使期間の開

始日から６ヶ月間に限り新株予約権の行使することができるものとします。 

② 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできません。 

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権を、行使することはできません。 

④ その他の条件は、平成14年６月27日の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

４．新株予約権を譲渡するには取締役の承認を要するものとします。 

５．平成16年７月１日の権利行使開始日から平成19年３月31日までの間に、権利行使等により593,760株が減少

しております。 

６．平成18年１月20日付で当社普通株式１株を２株に分割しております。この結果、新株予約権の目的となる株

式の数は、312,000株から624,000株に、払込金額は1,141円から571円に調整しております。 

② 平成16年６月29日定時株主総会決議 

 当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月29日開催の第42期定時株主

総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年

６月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いて行われ、調整の結果１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、又は株式

分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は合理的な範囲で、新株予約権の目的たる株式

数について、必要と認める株式数の調整を行うことができる。 

２．新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定される１株当たりの払込金額に発行する新株予約権の総

数（株式の数の調整が生じた場合には、調整後の新株予約権の数）に定める新株予約権１個の株式数を乗じ

た金額とする。１株当たり払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げます。ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場

合には、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株予約権を発行する日の終値とします。 

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１株当たり株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

決議年月日 平成16年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 80,000株 （注）１、６、７ 

新株予約権の行使時の払込金額  1,054円  （注）２、７ 

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日から平成21年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４、５ 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 



なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）第１条の

規定による改正前の商法（以下、「旧商法」という。）、旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使に

よる場合、新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）又は自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設

合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割又は吸収分割を行う場合、当社は必要と

認める払込金額の調整を行うものとします。 

３．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、定年、任期満了

による退任・退職又は会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した場合は、退任・退職の時点か

ら６ヶ月間に限り新株予約権の行使することができるものとします。 

また、新株予約権者がその地位を喪失した日が権利行使期間の開始日に先立つ場合、権利行使期間の開

始日から６ヶ月間に限り新株予約権を行使することができるものとします。 

② 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできません。 

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められません。 

④ その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

４．① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな

る会社分割についての分割計算書、及び分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しな

い会社分割の場合は取締役会決議）がなされたときは、新株予約権は無償で消却することができるもの

とします。 

② 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、新株予約権者が新株

予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却することができるものと

します。 

③ その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

５．新株予約権を譲渡するには取締役の承認を要するものとします。 

６．平成17年４月１日より平成18年３月31日までの間に、行使及び退職により30,000株減少しております。 

７．平成18年１月20日付で当社普通株式１株を２株に分割しております。この結果、新株予約権の目的となる株

式の数は、40,000株から80,000株に、払込金額は2,107円から1,054円に調整しております。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 ③ 平成17年６月29日定時株主総会決議 

  当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月29日開催の第43期定時株

主総会終結の時に在任する当社取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを、平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

  当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 また、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、株式交換又は株式移

転を行う場合、又は株式分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は合理的な範囲で、新

株予約権の目的たる株式数について、必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。 

 ２．新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げます。ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場

合には、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株予約権を発行する日の終値とします。新株予約

権の行使に際して払込みをすべき金額は、上記払込金額に各新株予約権１個当たりの株式の数を乗じた金額

とします。  

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行（商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）第１条の

規定による改正前の商法（以下、「旧商法」という。）に基づき発行された商法第280条ノ19に定める新株

引受権の行使による場合、新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）又は自己株式の処分を行

う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、新株予約権発行日後に当社が他社と

吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割又は吸収分割を行

う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うものとします。   

決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び従業員４名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 80,000株 （注）１、６ 

新株予約権の行使時の払込金額    1,245円  （注）２、６ 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４、５ 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



 ３．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、自己都合による

場合を除き定年、任期満了による退任・退職又は会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した場

合は、退任・退職の時点から６ヶ月間に限り新株予約権の行使することを認めます。 

また、新株予約権者がその地位を喪失した日が権利行使期間の開始日に先立つ場合、権利行使期間の開

始日から６ヶ月間に限り新株予約権を行使することを認めます。  

② 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分はできません。  

③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められません。  

④ その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。  

４．① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな

る会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない会

社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなさ

れたときは新株予約権を無償にて消却することができるものとします。 

② 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、新株予約権者が新株

予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却することができる。  

③ その他の消却事由及び条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。  

５．新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。  

６．平成18年１月20日付で当社普通株式１株を２株に分割しております。この結果、新株予約権の目的となる株

式の数は、40,000株から80,000株に、払込金額は2,490円から1,245円に調整しております。 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法

第155条第７号に該当する普通株式の取得 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 （注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。 

  

区分 株式数㈱ 価額の総額（円） 

 当事業年度における取得自己株式 144 171,456 

 当期間における取得自己株式 60 64,760 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 － － － － 

保有自己株式数 247,254 － 247,314 － 



３【配当政策】 

 当社は、利益配分につきましては、経営環境に基づく諸策の展開を勘案しつつも、常に収益力強化に向けた企業体

質の向上を図りながら、株主の皆様に安定配当を継続して実施することを基本方針としております。 

 また、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当社は、株式の流動性向上と、株主層の拡大をはかることを目的として、平成18年9月中間期に、10円の中間配当

を初めて実施いたしました。また、平成19年3月期の期末配当は、普通配当10円に加えて、創業60周年記念配当5円を

実施することから、年間配当金は25円となります。 

 内部留保金につきましては、本社やテクノセンター、国内外の生産 及び 営業拠点の移転・拡充に係る設備投資が

一段落したため、今後はグローバル・ネットワークにおける情報システム構築等の設備投資や、重点事業の拡大、新

規事業の開拓等の研究開発及びＭ&Ａ等、将来の企業価値を高めるための投資に重点的にシフトしてまいります。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定め

ております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、第42期までは東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお第43期の最高株

価は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるもので

あります。第44期以後の最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

２．※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価であります。 

(2）【最近６箇月間の月別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 

 平成18年11月８日 

 取締役会決議 
207 10 

  平成19年６月27日 

 定時株主総会決議 
312 15 

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 1,410 
2,650 

※2,650 
2,610 

2,815 

※1,575 
1,338 

最低（円） 930 
1,229 

※2,115 
1,800 

2,185 

※1,208 
1,000 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,160 1,123 1,158 1,142 1,158 1,143 

最低（円） 1,061 1,000 1,086 1,090 1,110 1,091 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数 
（千株）

取締役社長 

（代表取締

役） 

  植田 和憲 昭和27年５月３日生

昭和51年４月 当社入社 

平成４年10月 当社製造部長 

平成14年６月 当社取締役品質本部長 

平成17年６月 当社共栄会社品質部長 

平成18年８月 当社品質本部長 

平成19年６月 当社代表取締役社長（現任） 

（注）

２  
7 

取締役 海外事業本部長 角尾 憲一郎 昭和22年３月10日生

昭和45年４月 松下電器産業㈱入社 

平成15年10月 当社入社 

平成15年10月 当社営業本部海外事業部長 

平成16年６月 当社取締役海外事業部長 

平成17年６月 当社専務取締役海外事業本部長 

平成18年６月 当社専務取締役第２営業本部長兼海

外事業部長 

平成19年３月 当社専務取締役海外事業本部長 

平成19年６月 当社取締役海外事業本部長（現任） 

（注）

２  
12 

取締役 営業本部長 中家 幸雄 昭和37年１月19日生

昭和59年３月 当社入社 

平成13年４月 当社液晶表示器営業統括部長 

平成16年１月 当社パトライト事業部長 

平成18年１月 当社第１営業本部長 

平成18年６月 当社取締役第１営業本部長 

平成19年３月 当社取締役営業本部長（現任） 

（注）

２  
14 

監査役  

（常勤） 
  田村 是隆 昭和16年７月16日生

昭和40年４月 ㈱三井銀行（現・㈱三井住友銀行）

入行 

平成２年１月 当社へ出向 経理部長 

平成４年２月 当社入社 経理部長 

平成４年６月 当社取締役経理部長 

平成９年４月 当社取締役経理部長兼広報室長 

平成10年７月 当社取締役管理本部長兼経理部長兼

広報室長 

平成11年６月 当社常務取締役管理本部長兼経理部

長兼広報室長 

平成12年４月 当社常務取締役管理本部長兼経理部

長兼広報室長兼経営企画室長 

平成12年７月 当社常務取締役戦略事業本部長兼経

営企画室長兼広報・ＩＲ室長 

平成13年４月 当社常務取締役経営企画室長 

平成15年３月 当社常務取締役ＩＲ・広報室長 

平成15年６月 当社常勤監査役（現任） 

（注）

３  
50 

 



 （注）１．監査役 福田健次及び松井章は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。 

 ２．平成19年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

 ３．平成19年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

 ４．平成18年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５．当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行責任を明確化するため執行役員制度を導入しておりま

す。  

   執行役員   藤井 篤    新製品開発部長 

 執行役員   北浦 正    車輌機器事業部長 

 執行役員   古川 治    PT.PATLITE INDONESIA社長   

 執行役員   梶山 英樹   製造本部長   

 執行役員   小安 啓之   パトライト事業部長 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数 
（千株）

 監査役 

（非常勤） 
  福田 健次 昭和31年３月４日生

昭和59年４月 大阪弁護士会登録 

昭和59年４月 堂島法律事務所入所（現任） 

平成９年６月 当社監査役（現任） 

（注）

３  
2 

 監査役 

（非常勤） 
  松井 章 昭和22年５月22日生

昭和50年３月 公認会計士登録 

昭和56年１月 公認会計士松井章事務所開設 

昭和61年５月 監査法人東明会計社代表社員（現

任） 

平成18年６月 当社監査役（現任） 

（注）

４  
－ 

        計   88 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、世界中の人たちに「安心・安全・楽楽」をお届けして社会に貢献します、という企業理念のもと、社会

やステークホルダーに対して、清潔で透明性の高い企業経営を推進することを基本的な考え方としております。 

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

① 会社の機関の基本説明 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、社外監査役2名を含む３名により構成されており、各監査

役は、取締役会等重要な会議に出席するとともに、業務の執行状況に関し、適宜監査を実施しております。ま

た、平成14年１月に導入した執行役員制度を、更に機能強化するために、平成15年３月には事業部制を導入

し、その事業部長には執行役員を配して、より一層の事業責任の明確化と権限委譲により迅速かつ責任ある業

務執行が行われるようにしております。 

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社は、取締役会とは別に経営会議を設置して、月１回の開催を行っております。この経営会議において

は、代表取締役から経営指針を出席する取締役及び事業部門責任者に明確に示すと共に、その中における指示

事項については、都度、その進捗状況並びに結果を厳格にチェックしております。また、内部監査において

も、特に法令遵守の観点から定期的に部門の監査を実施し、チェック体制を強化しております。 

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

（内部監査）  

 当社の内部監査は、内部監査部門（１名）を設置しており、内部監査部門が監査計画に基づき、当社全部門

に対し遵法、リスクマネジメント、内部統制システム等の監査を実施し、評価、指摘及び改善推進を行ってお

ります。 

（監査役監査） 

 当社は「監査役制度」を採用しております。監査役は取締役会や経営会議等の重要会議に出席し意見を述べ

るほか、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を行っております。監査役会

は、原則月１回開催しその内容については、必要に応じ取締役会にて報告を行っております。また、内部監査

部門と監査役会は、会計監査人より適宜監査内容について報告を受けると共に、監査上の問題点等については

相互連携して意見交換を行っております。 

 ④ 会計監査の状況 

・当事業年度の業務を執行した公認会計士は、柳年哉、松本要及び増田豊であり、新日本監査法人に所属して

おります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、会計士補等10名であります。財務諸表の

信頼性確保のため監査を実施しております。 



・連結子会社の監査 

 連結決算の早期化及び信頼性確保のため、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けて

おります。 

 ⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係 

 当社の社外取締役であった佐々木雅綱（平成18年11月辞任）は、前代表取締役会長佐々木宏樹（平成17年７

月18日逝去）の弟であり産業医を委任しておりました。また社外監査役である福田健次（堂島法律事務所に在

職）は当社株式を２千株所有しておりますが、松井章（監査法人東明会計社代表社員）は当社株式を所有して

おりません。それ以外の人的、資本的関係はありません。 

(2）リスク管理体制の整備の状況 

 当社では、リスクを未然に防止し、またリスクが顕在化し危機に転化した場合に経営に与える影響を最小限に

とどめるために、各事業部長及び各部門の責任者は経営会議あるいは情報取扱責任者に速やかに報告する体制を

整えております。必要な場合には堂島法律事務所に専門家の立場から適宜助言を受ける体制をとっております。

特に下記のリスクについては、次の方法により実施しております。 

① 債権管理の強化 

 重点管理先を抽出して与信管理及び支払い状況を定期的にチェックしております。また、新規に取引する顧

客についても信用調査機関等の情報に基づき、与信限度の設定等債権管理の強化を実施しております。 

② 情報管理の強化 

 ネットワーク及びシステムにおける情報セキュリティ対策については、外部からの不正侵入、不正アクセ

ス、改ざん防止、システムダウンした場合のバックアップ体制等システムトラブルを未然に防止するための情

報管理の強化を実施しております。 

(3）役員報酬の内容 

 当社の取締役及び監査役に対する報酬は、以下のとおりであります。 

 （注）１．支給額には、平成19年６月27日開催の第45期定時株主総会において付議いたしました退任取締役及び

監査役に対する役員退職慰労金が含まれております。なお、支払った報酬のうち（ ）内は社外取締役

及び社外監査役に支払った報酬であります。 

 ２．上記支給額には、平成18年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、支給されました下記の役員退

職慰労金は含まれておりません。 

(4）監査報酬の内容 

 当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

の内容は、新日本監査法人と締結した監査契約に基づき「会社法第436条第２項第１号及び会社法第444条第４

項」に基づく計算書類等の監査証明及び「証券取引法第193条の２」に基づく財務書類の監査証明による報酬と

して14百万円支払っております。 

(5）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。  

(6）取締役の定数 

 当社の取締役は、７名以内とする旨定款に定めております。  

(7）取締役の選任 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

(8）責任限定契約の概要 

 当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を定時株主総会終了後締結する予定でおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金500万円以上で

あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。 

(9）自己株式の取得の決定機関 

 当社は、取締役会決議によって、会社法第165条第１項に定める市場取引等により自己株式を取得することが

できる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。 

  

取締役に支払った報酬（注） 94（ 9） 百万円 

監査役に支払った報酬（注） 16（ 4） 百万円 

計 110（13） 百万円 

退任取締役 366 百万円 

退任監査役 0 百万円 

計 367 百万円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第44期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

第45期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び第44期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）については監査法人トーマツにより監査を

受け、また、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）及び第45期事業年度（平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けておりま

す。  

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前連結会計年度及び前事業年度 監査法人トーマツ 

 当連結会計年度及び当事業年度 新日本監査法人 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  8,263,123 5,716,158 

２．受取手形及び売掛金 ※４  2,872,762 2,936,476 

３．たな卸資産  1,748,523 1,995,468 

４．未収入金  40,904 109,249 

５．未収還付法人税等  － 646,555 

６．繰延税金資産  206,468 157,008 

７．その他  34,685 16,595 

貸倒引当金  △1,393 △1,546 

流動資産合計  13,165,075 55.8 11,575,965 45.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

（1）建物及び構築物  2,931,394 4,059,590 

（2）機械装置及び運搬具  104,729 139,978 

（3）工具器具及び備品  243,221 338,562 

（4）土地  4,634,881 5,771,247 

（5）建設仮勘定  76,949 176,170 

有形固定資産合計  7,991,177 33.9 10,485,550 41.5

２．無形固定資産    

（1）電話加入権  4,868 4,868 

（2）ソフトウェア  5,668 23,412 

（3）ソフトウェア仮勘定  － 214,949 

（4）その他  730 434 

無形固定資産合計  11,267 0.1 243,664 1.0

 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産    

（1）投資有価証券  764,832 680,039 

（2）長期貸付金  560 260 

（3）長期前払費用  1,886 14,104 

（4）差入保証金  51,228 62,106 

（5）ゴルフ会員権  65,900 28,700 

（6）繰延税金資産  1,489,333 2,168,024 

（7）その他  68,892 22,442 

貸倒引当金  △34,901 △12,000 

投資その他の資産合計  2,407,731 10.2 2,963,677 11.7

固定資産合計  10,410,176 44.2 13,692,892 54.2

資産合計  23,575,251 100.0 25,268,857 100.0 

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※４  1,262,026 1,212,740 

２．短期借入金  21,023 45,053 

３．未払金  156,523 452,812 

４．未払費用  121,657 128,986 

５．未払法人税等  491,643 1,179,845 

６．賞与引当金  241,000 248,000 

７．その他  31,602 246,377 

流動負債合計  2,325,477 9.9 3,513,817 13.9

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  217,133 7,492 

２．役員退職慰労引当金  393,378 48,292 

３．繰延税金負債  563,281 － 

４．預り保証金  292,840 348,007 

５．その他  － 15,372 

固定負債合計  1,466,634 6.2 419,164 1.7

負債合計  3,792,111 16.1 3,932,981 15.6

 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 2,789,806 11.8 － －

Ⅱ 資本剰余金  2,804,974 11.9 － －

Ⅲ 利益剰余金  14,195,016 60.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 196,440 0.9 － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  △72,106 △0.3 － －

Ⅵ 自己株式 ※３ △130,992 △0.6 － －

資本合計  19,783,140 83.9 － －

負債・資本合計  23,575,251 100.0 － － 

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 2,828,396 11.1

２．資本剰余金   － － 2,843,451 11.3

３．利益剰余金   － － 15,518,006 61.4

４．自己株式   － － △131,163 △0.5

  株主資本合計   － － 21,058,689 83.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金 

  － － 235,229 0.9

２．為替換算調整勘定   － － △5,454 △0.0

  評価・換算差額等合計   － － 229,774 0.9

Ⅲ 少数株主持分   － － 47,412 0.2

純資産合計   － － 21,335,876 84.4

負債純資産合計   － － 25,268,857 100.0

               



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  10,759,211 100.0 11,609,254 100.0 

Ⅱ 売上原価  5,087,151 47.3 6,102,995 52.6

売上総利益  5,672,059 52.7 5,506,259 47.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．荷造・運送費  194,990 207,816   

２．販売促進費  150,747 110,998   

３．貸倒引当金繰入額  202 974   

４．広告宣伝費  71,582 78,778   

５．役員報酬  94,045 95,713   

６．給与手当  1,053,794 1,052,610   

７．賞与  125,890 139,090   

８．賞与引当金繰入額  129,396 131,145   

９．退職金  － 75   

10．退職給付費用  53,192 61,811   

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 34,158 22,003   

12．福利厚生費  195,336 32,169   

13．賃借料  186,169 212,292   

14．旅費交通費  168,275 202,806   

15．通信費  52,269 55,531   

16．減価償却費  84,181 114,760   

17．研究開発費 ※１ 548,155 579,839   

18．その他  474,168 3,616,556 33.6 725,727 3,824,146 32.9

営業利益  2,055,502 19.1 1,682,112 14.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  7,569 17,369   

２．受取配当金  7,651 9,092   

３．退職給付会計基準変更
時差異処理額 

 29,655 14,827   

４．為替差益  12,122 11,370   

５．不動産賃貸収入  － 40,931   

６．その他  10,465 67,464 0.6 15,819 109,411 0.9

     
 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  549 1,074   

２．売上割引  10,004 10,859   

３．不動産賃貸費用  － 31,676   

４．新株発行費  7,499 －   

５．株式交付費  － 1,370   

６．その他  4,244 22,297 0.2 12,562 57,543 0.5

経常利益  2,100,669 19.5 1,733,980 14.9

Ⅵ 特別利益    

１．受取保険金 ※２  409,554 －   

２．退職給付引当金取崩益 ※３  － 138,151   

３．ゴルフ会員権譲渡益 ※４  － 12,220   

４．投資有価証券売却益  123 －   

５．その他  － 409,677 3.8 3,953 154,326 1.3

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※５ 2,448 817   

２．減損損失 ※６ 1,504,010 188,813   

３．ゴルフ会員権関連損失 ※７ 6,391 －   

４．社葬費用及び弔慰金 ※２ 41,866 －   

５．その他   486 1,555,204 14.4 675 190,306 1.6

税金等調整前当期純利
益 

 955,142 8.9 1,698,000 14.6

法人税、住民税及び事
業税 

 936,758 1,038,234   

法人税等調整額  △585,266 351,491 3.3 △1,159,739 △121,505 △1.1

当期純利益  603,650 5.6 1,819,505 15.7

     



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,697,642

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  107,313

２．自己株式処分差益  18 107,332

Ⅲ 資本剰余金期末残高  2,804,974

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  13,840,058

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  603,650 603,650

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  223,841

２．役員賞与  24,850 248,691

Ⅳ 利益剰余金期末残高  14,195,016

   



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月28日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 2,789,806 2,804,974 14,195,016 △130,992 19,658,805 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 38,589 38,476     77,065 

剰余金の配当（注）     △310,435   △310,435 

剰余金の配当     △207,450   △207,450 

当期純利益     1,819,505   1,819,505 

役員賞与金（注）     △10,650   △10,650 

自己株式の取得       △171 △171 

連結子会社決算期変更に伴う剰
余金増加額 

    32,019   32,019 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

38,589 38,476 1,322,989 △171 1,399,883 

平成19年３月31日 残高（千円） 2,828,396 2,843,451 15,518,006 △131,163 21,058,689 

 

評価・換算差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高（千円） 196,440 △72,106 124,334 － 19,783,140 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行         77,065 

剰余金の配当（注）         △310,435 

剰余金の配当         △207,450 

当期純利益         1,819,505 

役員賞与金（注）         △10,650 

自己株式の取得          △171 

連結子会社決算期変更に伴う
剰余金増加額  

        32,019 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

38,788 66,651 105,440 47,412 152,852 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

38,788 66,651 105,440 47,412 1,552,736 

平成19年３月31日 残高（千円） 235,229 △5,454 229,774 47,412 21,335,876 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利益  955,142 1,698,000 

減価償却費  283,339 350,601 

連結調整勘定償却額  1,223 － 

貸倒引当金の減少額  △2,348 △22,748 

退職給付引当金及び役員
退職慰労引当金の減少額 

 △28,064 △554,727 

受取利息及び受取配当金  △15,221 △26,462 

支払利息  549 1,074 

新株発行費  7,499 － 

株式交付費   － 1,370 

減損損失  1,504,010 188,813 

固定資産除却損  2,448 817 

受取保険金  △409,554 － 

売上債権の増加額  △388,326 △63,713 

未収入金の増減額（△：
増加） 

 △21,110 32,906 

たな卸資産の増加額  △371,507 △246,945 

仕入債務の増減額（△：
減少） 

 483,352 △49,286 

未払消費税等の減少額  △44,730 △95,685 

その他  △27,639 197,298 

小計  1,929,065 1,411,313 

利息及び配当金の受取額  15,217 26,633 

保険金の受取額  499,679 － 

利息の支払額  △549 △1,074 

法人税等の支払額  △974,025 △991,986 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,469,386 444,885 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入による支
出 

 △6,134 △4,605 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △273,343 △2,613,271 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 △1,840,680 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △4,898 △5,132 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 1,028 － 

投資有価証券の償還によ
る収入 

 － 91,363 

その他  1,645 △192,562 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,122,383 △2,724,208 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増加額  21,023 24,030 

自己株式の取得による支
出 

 △2,206 △171 

配当金の支払額  △223,841 △517,885 

株式の発行による収入  214,911 77,065 

少数株主からの払込によ
る収入 

 － 47,412 

その他  △7,499 △1,370 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,386 △370,918 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 57,780 66,651 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △592,829 △2,583,590 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 8,564,284 7,971,455 

Ⅶ  子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増加 

 － 32,019 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 7,971,455 5,419,884 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 全ての子会社を連結しております。連結子会社は、

下記の５社であります。 

１．連結の範囲に関する事項 

 全ての子会社を連結しております。連結子会社は、

下記の７社であります。 

PATLITE(U.S.A.)CORPORATION  

PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD   

PT.PATLITE INDONESIA   

派特莱電子（上海）有限公司  

トーインビル㈱  

 上記のうち、派特莱電子（上海）有限公司 は当連結

会計年度において新たに設立したことにより、またト

ーインビル㈱は、当連結会計年度において全株式を取

得したことにより、連結の範囲に含めております。ト

ーインビル㈱については、当連結決算日をみなし取得

日としているため、貸借対照表のみを連結しておりま

す。  

PATLITE(U.S.A.)CORPORATION  

PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD   

PT.PATLITE INDONESIA   

派特莱電子（上海）有限公司  

トーインビル㈱  

青島派特莱電子有限公司 

㈱ＰＨエレクトロニクス 

 上記のうち、青島派特莱電子有限公司 は当連結会計

年度において新たに設立したことにより連結の範囲に

含めております。なお、平成18年４月より連結範囲に

含めていた㈱ＰＨエレクトロニクスは、平成18年10月

に株式を全株譲渡したことにより子会社ではなくなっ

ております。また、トーインビル㈱ は、平成19年３月

に解散決議を行っております。 

２．持分法の適用に関する事項 

 関連会社はありませんので、該当事項はありませ

ん。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結決算日は３月31日ですが、海外連結子会社の決

算日はいずれも12月31日であります。各社の決算日と

連結決算日との差が３ヶ月以内であるため、当該連結

子会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として連結を

行っております。 

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては調整を行っております。  

 連結決算日は３月31日ですが、トーインビル㈱及び

PT.PATLITE INDONESIA以外の各海外連結子会社の決算

日はいずれも12月31日であります。各社の決算日と連

結決算日との差が３ヶ月以内であるため、当該連結子

会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として連結を行

っております。 

 ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては調整を行っております。 

 なお、PT.PATLITE INDONESIAは、当連結会計年度よ

り決算日を12月31日から３月31日に変更しておりま

す。また、決算期変更に伴う１月１日から３月31日ま

での損益は、連結株主資本等変動計算書にて、現金及

び現金同等物は連結キャッシュ・フロー計算書の末尾

にて必要な調整を行っております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

製品・仕掛品 

……… 総平均法による原価法、但し、

連結子会社のうちPATLITE

(U.S.A.)CORPORATION 及び

PT.PATLITE INDONESIA につい

ては先入先出法による低価法 

③ たな卸資産 

製品・仕掛品………同左 

  

原材料 

……… 移動平均法による原価法。ただ

し、主要な連結子会社について

は先入先出法による低価法 

原材料……… 同左 

貯蔵品…………… 終仕入原価法 貯蔵品……… 同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社は定率法を採用し、海外連結子会社は定額

法を採用しております。 

 ただし、当社及び国内連結子会社については平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、海

外連結子会社は定額法を採用しております。 

 ただし、当社及び国内連結子会社については平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ７～50年 

機械装置及び運搬具 ６～12年 

工具器具及び備品 ２～８年 

建物及び構築物 ７～50年 

機械装置及び運搬具 ６～12年 

工具器具及び備品 ２～８年 

② 無形固定資産 

 定額法 

 ただし、ソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は、売掛金、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 当社については従業員の賞与の支払いに充てる

ため、支給見込み額のうち当期に負担すべき金額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 当社において、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異(△296,553千円)は、

10年間の均等取崩額を収益に計上する方法で処理

しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

 また、現地国の法令に基づく期末要支給額を計

上している在外連結子会社が１社あります。 

③ 退職給付引当金 

同左 

（追加情報）  

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成18

年10月１日に適格退職年金制度より確定拠出年金

制度及び前払退職金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準

適用指針第１号）を適用しております。本移行に

伴う影響額は、特別利益として138,151千円を計

上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社については、役員の退職慰労金の支出に充

てるため、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の資産及び負債

は、各社の決算日の直物為替相場により換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の資産及び負債

は、各社の決算日の直物為替相場により換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨建金銭債権債務に

ついては、振当処理の要件を満たしている場合

は、振当処理を行っております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

 デリバティブ取引（為替予約取引） 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性がある外貨建金

銭債権債務 

・ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建売掛金及び買掛金残高の範囲に限定して

おり、ヘッジ対象に係わる為替相場変動リスクの

ヘッジを行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 当社の利用するヘッジ手段（為替予約取引）

は、ヘッジ対象の残高の範囲内で同一通貨によ

り、決済期日も同期間で行っているため、高い有

効性があると判断しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

発生時に一括償却しております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

────── 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書については、連結会計年度中に確

定した連結会社の利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

────── 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準）  ────── 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

この変更により、減損損失1,504,010千円を計上し、販売

費及び一般管理費に計上された減価償却費は、当該変更前

に比して1,976千円減少しております。この結果、営業利

益及び経常利益が1,976千円増加し税金等調整前当期純利

益が1,502,034千円減少しております。 

 また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

  

 ────── 

  

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、21,288,464千

円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────  （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において「新株発行費」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「株式交付費」と

して表示しております。 

──────  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において「新株発行費」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「株式交付費」と

して表示しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額

は、4,201,389千円であります。 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額

は、4,481,046千円であります。 

※２．当社の発行済株式総数 ※２．              ────── 

普通株式       20,942,800株  

※３．当社が保有する自己株式の数 ※３．              ────── 

普通株式        247,110株  

※４．       ────── ※４．連結会計年度末日満期手形、一括決済方式及び債

務引受型一括決済方式の会計処理については、手形

交換日又は決済日をもって決済処理しております。

当連結会計年度末日は金融機関の休日でありました

が、満期日又は決済日に以下の債権及び債務の決済

が行われたものとして処理しております。  

             

   受取手形及び売掛金 222,357千円  

 支払手形及び買掛金 295,048千円 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．当連結会計年度における研究開発費の総額は 

548,155千円であり、全額一般管理費に計上しており

ます。 

※１．当連結会計年度における研究開発費の総額は

579,839千円であり、全額一般管理費に計上しており

ます。 

※２．代表取締役会長佐々木宏樹の死亡に伴うものであ

ります。         

※２．        ──────       

 ※３．      ────── 

  

 ※３．退職給付引当金取崩益は、平成18年10月に適格退

職年金制度より確定拠出年金制度及び前払退職金制

度へ移行したことに伴うものであります。 

 ※４．      ────── 

  

 ※４．ゴルフ会員権譲渡益は、貸倒引当金戻入益7,900千

円、ゴルフ会員権売却益4,320千円であります。 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械及び装置      1,866千円

工具器具及び備品    486千円

その他    95千円

計      2,448千円

建物及び構築物          173千円

機械装置及び運搬具          15千円

工具器具及び備品       628千円

計          817千円

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※６．減損損失 

  (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

    用途   研究開発施設 

    種類   土地・建物 

    場所   大阪府八尾市 

    金額内訳 土地 1,308,798千円 

         建物   195,212千円 

  (2) 資産のグルーピングの方法  

事業用資産については事業部門毎に、遊休資産

については個別物件毎にグルーピングしており

ます。 

  (3) 減損損失を認識するに至った経緯  

当該研究開発施設は当連結会計年度末において

は使用しておりますが、現在三田工場内に建設

中の新研究開発棟の完成後は遊休化することが

確実であり、今後の使用見込みもなく、かつ市

場価格も大幅に下落していることから減損損失

を計上いたしました。 

  (4) 回収可能価額の算定方法  

回収可能価額は、正味売却価額により測定して

おり、不動産鑑定士の鑑定評価額により評価し

ております。 

※６．減損損失 

  (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

    用途   研究開発施設 

    種類   土地・建物 

    場所   大阪府八尾市 

    金額内訳 土地    41,900千円 

         建物   146,913千円 

  (2) 資産のグルーピングの方法  

事業用資産については事業部門毎に、遊休資産

については個別物件毎にグルーピングしており

ます。 

  (3) 減損損失を認識するに至った経緯  

当該研究開発施設は、三田工場内に建設中であ

りました研究開発施設が完成したことに伴い当

連結会計年度末において遊休化しています。現

在売却することが確実となったことから、回収

可能価額が帳簿価額を下回ることにより、減損

損失を計上しました。 

  (4) 回収可能価額の算定方法  

回収可能価額は、正味売却価額により測定して

おります。 

※７．ゴルフ会員権関連損失は、貸倒引当金繰入額900千

円、投資有価証券評価損4,870千円及び貸倒損失621

千円であります。 

※７．        ────── 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式の総数の増加123千株は、ストック・オプションの行使により新株式の発行を実施した

ことによる増加であります。 

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 20,942 123 － 21,065 

合計 20,942 123 － 21,065 

自己株式        

普通株式 247 0 － 247 

合計 247 0 － 247 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計 
年度末残高 
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 144,667 

合計 － － － － － 144,667 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 310,435 15 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

平成18年11月８日 

取締役会 
普通株式 207,450 10 平成18年９月30日 平成18年12月11日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 312,279  利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月28日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定      8,263,123千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△291,668千円

現金及び現金同等物 7,971,455千円

現金及び預金勘定      5,716,158千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
    △296,274千円

現金及び現金同等物  5,419,884千円

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により、新たにトーインビル㈱を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

トーインビル㈱株式の取得価額とトーインビル㈱取得

のための支出（純額）との関係は、次のとおりであり

ます。 

  

 ────── 

  （千円）

流動資産 1,799,366

固定資産 1,842,818

流動負債 △11,224

固定負債 △1,140

連結調整勘定 △1,223

トーインビル㈱株式の取

得価額 

3,628,596

トーインビル㈱現金及び

現金同等物 

△1,787,915

差引：トーインビル㈱取

得のための支出 
1,840,680

 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

   
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

 
期末残高

相当額 

    千円  千円  千円

工具器具及び備品   298,983  125,719  173,263

合計   298,983  125,719  173,263

   
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

 
期末残高

相当額 

    千円  千円  千円

工具器具及び備品  280,861  155,587  125,274

合計   280,861  155,587  125,274

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

 （注）        同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内      54,607千円

１年超       118,656千円

合計        173,263千円

１年以内        48,292千円

１年超         76,981千円

合計       125,274千円

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 （注）        同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料       47,702千円

減価償却費相当額       47,702千円

支払リース料     55,531千円

減価償却費相当額     55,531千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。  

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

(減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。  



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２．前連結会計年度及び当連結会計年度に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  種類 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式 324,732 662,902 338,170 327,538 667,900 340,361 

(2）債券             

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 324,732 662,902 338,170 327,538 667,900 340,361 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

(1）株式 － － － 2,326 1,989 △336 

(2）債券       － － － 

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3）その他 97,000 91,780 △5,220 － － － 

小計 97,000 91,780 △5,220 2,326 1,989 △336 

合計 421,732 754,682 332,950 329,864 669,889 340,025 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

金額の重要性が乏しいため、連結財務諸表規則第15条の

６第１項但書に基づき、記載を省略しております。 
同左 

  
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式 10,150 10,150 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）取引の内容 

為替予約取引（当社） 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

将来の為替変動によるリスク回避のため、実需の範

囲内のみで行い、投機目的では行っておりません。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

① ヘッジ手段 

為替予約取引 

① ヘッジ手段 

同左 

② ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性がある外貨建金

銭債権債務 

② ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

外貨建売掛金及び買掛金残高の範囲に限定して

おり、ヘッジ対象に係わる為替相場変動リスク

のヘッジを行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

当社の利用するヘッジ手段（為替予約取引）

は、ヘッジ対象の残高の範囲内で同一通貨によ

り、決済期日も同期間で行っているため、高い

有効性があると判断しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(3）取引の利用目的 

外貨建金銭債権債務の為替相場変動によるリスクを

軽減し、安定的な利益確保を図るために行っており

ます。 

(3）取引の利用目的 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

為替相場の変動によるリスクがありますが、実需の

範囲内のみであり、また、当社の為替予約取引先の

相手先は、いずれも信用度の高い国内の銀行である

ため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんど

ないと認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

実需の範囲内のみで行うという方針のもと、当社経

理部が取引の実行及び管理を行っており、取引の都

度、その実施状況を取締役会に報告することにして

おります。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しておりま

す。 

同左 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、平成18年10月に適格退職年金制度から確定拠出年金制度及び前払退職金制度へ移行しております。

なお、現地国の法令に基づく退職一時金制度を採用している在外連結子会社が１社あります。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）適格退職年金制度から確定拠出年金制度及び前払退職金制度への移行に伴う影響額は、次のとおりであります。 

 また、確定拠出年金制度への資産移換額は537,072千円であり、３年間で移換する予定であります。なお、当連結

会計年度末時点の未移換額20,121千円は、未払金6,254千円、長期未払金13,867千円（固定負債「その他」）に計上

しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）１．会計基準変更時差異の取崩処理額は、営業外収益に計上しております。前連結会計年度は29,655千円であ

り、当連結会計年度は14,827千円を計上しております。 

 ２．その他は、確定拠出年金制度への掛金支払額及び前払退職金制度の費用計上額であります。 

   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

① 退職給付債務（千円） △992,220 △7,492  

② 年金資産（千円） 866,884 －  

③ 未積立退職給付債務（①＋②）（千円） △125,336 △7,492  

④ 未認識数理計算上の差異（千円） 26,824 －  

⑤ 会計基準変更時差異の未処理額（千円） △118,621 －  

⑥ 退職給付引当金（③＋④＋⑤）（千円） △217,133 △7,492  

   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

① 退職給付債務の減少（千円） － 986,585  

② 年金資産の減少（千円） － △881,928  

③ 会計基準変更時差異の未処理額（千円） － 103,793  

④ 未認識数理計算上の差異（千円） － △21,594  

⑤ 退職給付引当金の減少（①＋②＋③＋④）（千円） － 186,856  

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

① 勤務費用（千円） 73,222 41,411  

② 利息費用（千円） 23,052 12,359  

③ 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 18,082 5,229  

④ 期待運用収益（千円） △17,863 △10,836  

⑤ 退職給付費用（①＋②＋③＋④）（千円） 96,494 48,165  

⑥ 
確定拠出年金制度及び前払退職金制度への移行に

伴う損益（千円） 
－ △138,151  

⑦ その他 － 49,898  

⑧ 合計（⑤＋⑥＋⑦）（千円） 96,494 △40,088  



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

① 割引率（％） 2.5 2.5 

② 期待運用収益率（％） 2.5 2.5 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

④ 数理計算上の差異の処理年数 10年（各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定

額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。） 

同左 

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数（年） 10 10 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション
平成16年 

ストック・オプション
平成17年 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び

人数 

当社取締役９名及び従

業員21名  

当社取締役８名及び従

業員61名 
当社取締役 ３名 

当社取締役２名及び従

業員４名 

ストック・オプション

数（注） 
普通株式 516,000株  普通株式 624,000株 普通株式 80,000株 普通株式 80,000株 

付与日  平成13年７月19日 平成14年７月10日 平成16年９月21日 平成17年７月12日 

権利確定条件 

付与日（平成13年７

月19日）以降、権利

確定日（平成15年６

月30日）まで継続し

て勤務しているこ

と。  

 付与日（平成14年７

月10日）以降、権利

確定日（平成16年６

月30日）まで継続し

て勤務しているこ

と。 

 付与日（平成16年９

月21日）以降、権利

確定日（平成18年６

月30日）まで継続し

て勤務しているこ

と。 

 付与日（平成17年７

月12日）以降、権利

確定日（平成19年６

月30日）まで継続し

て勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 

平成13年７月19日か

ら平成15年６月30日

まで  

平成14年７月10日か

ら平成16年６月30日

まで  

平成16年９月19日か

ら平成18年６月30日

まで  

 平成17年７月12日か

ら平成19年６月30日

まで  

権利行使期間 

権利確定後３年以

内。ただし、権利確

定後退職（自己都合

退職を除く）した場

合には、退職日より

６ヶ月以内まで行使

可。  

  同左  同左 同左 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション
平成16年 

ストック・オプション
平成17年 

ストック・オプション

権利確定前  （株）         

前連結会計年度末 － － 60,000 80,000 

付与 － － － － 

失効 － － － 20,000 

権利確定 － － 60,000 － 

未確定残 － － － 60,000 

権利確定後  （株）         

前連結会計年度末 25,200 118,560 － － 

権利確定 － － 60,000 － 

権利行使 24,800 88,320 10,000 － 

失効 400 － － － 

未行使残 － 30,240 50,000 － 



② 単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 該当事項はありません。 

４．連結財務諸表への影響額 

 該当事項はありません。 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション
平成16年 

ストック・オプション
平成17年 

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 649 571 1,054 1,245 

行使時平均株価（円） 1,272 1,123 1,135 － 

公正な評価単価（付与

日）（円） 
－ － － － 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産未実現利益    35,830千円

賞与引当金  98,810千円

未払事業税     40,797千円

その他     31,030千円

繰延税金資産（流動）合計    206,468千円

   

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金     87,615千円

役員退職慰労引当金    161,284千円

減損損失    616,644千円

子会社株式    562,573千円

ソフトウェア     81,221千円

ゴルフ会員権     35,809千円

その他     83,897千円

繰延税金資産（固定）小計  1,629,044千円

 繰延税金負債との相殺  △139,711千円

繰延税金資産（固定）純額  1,489,333千円

   

繰延税金負債（固定）  

子会社時価評価差額  562,573千円

海外子会社の留保利益  3,201千円

その他有価証券評価差額金  136,509千円

その他  708千円

繰延税金負債（固定）小計  702,991千円

 繰延税金資産との相殺  △139,711千円

繰延税金負債（固定）の純額  563,281千円

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産未実現利益   20,078千円

賞与引当金   101,680千円

未払事業税    4,384千円

その他    30,865千円

繰延税金資産（流動）合計   157,008千円

   

繰延税金資産（固定）  

子会社株式  1,487,724千円

役員退職慰労引当金  19,799千円

減損損失    690,010千円

ソフトウェア   77,524千円

ゴルフ会員権   9,834千円

その他    98,261千円

繰延税金資産（固定）小計  2,383,155千円

 評価性引当額  △110,335千円

繰延税金資産（固定）合計  2,272,820千円

   

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金  △104,796千円

繰延税金資産（固定）の純額  2,168,024千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 41.0

（調整）    

試験研究費特別控除  △6.0

子会社との税率差異     △2.2

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

    1.3

住民税均等割     1.9

その他     0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率   36.8

  （％）

法定実効税率 41.0

（調整）    

子会社整理損 △54.5

試験研究費特別控除 △3.1

外国税額控除 △0.5

評価性引当額 6.5

課税対象留保金額 5.1

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

住民税均等割 1.1

その他 △4.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △7.2



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

電子警報機器
事業（千円） 

電子情報伝達
機器事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 9,215,593 1,543,617 10,759,211 － 10,759,211 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 9,215,593 1,543,617 10,759,211 － 10,759,211 

営業費用 6,675,821 1,372,243 8,048,064 655,643 8,703,708 

営業利益 2,539,772 171,374 2,711,146 (655,643) 2,055,502 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産 9,284,118 1,167,214 10,451,332 13,123,919 23,575,251 

減価償却費 224,178 19,061 243,240 40,099 283,339 

減損損失 1,378,783 125,227 1,504,010 － 1,504,010 

資本的支出 221,736 16,756 238,493 35,249 273,743 

項目 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

電子警報機
器事業（千
円） 

電子情報伝
達機器事業 
（千円） 

その他の事
業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 9,523,108 1,449,317 636,828 11,609,254 － 11,609,254 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 38,097 38,097 (38,097) － 

計 9,523,108 1,449,317 674,926 11,647,352 (38,097) 11,609,254 

営業費用 7,187,359 1,339,459 677,830 9,204,649 722,492 9,927,141 

営業利益（又は営業損失） 2,335,749 109,857 △2,903 2,442,703 (760,590) 1,682,112 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産 13,405,432 1,493,015 － 14,898,448 10,370,409 25,268,857 

減価償却費 293,633 21,189 － 314,823 35,777 350,601 

減損損失 172,642 16,171 － 188,813 － 188,813 

資本的支出 2,212,747 236,959 － 2,449,706 400,087 2,849,793 



 （注）１．平成18年４月に設立しました㈱ＰＨエレクトロニクスについては、いずれの事業にも属さないため、「その

他の事業」に含めて記載しております。 

 ２．事業区分の方法 

事業は、製品の種類別に区分しております。 

３．各事業区分の主要製品 

４．「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は、以下のとおりであります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額を含めております。 

６．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、固定 

資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しております。この変更が各セグメントの営業損益に与える影響は軽微であり 

ます。 

７．事業区分の新設 

（当連結会計年度） 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から２区分にしておりましたが、

当連結会計年度より連結の範囲が拡大したことに伴い、事業の実態を反映したより適切なセグメントとす

るため、従来の２区分の事業ではいずれの区分にも属さない事業を表示するために、その他の事業として

新設いたしました。その他の事業には平成18年４月に設立しました㈱ＰＨエレクトロニクスの事業を含め

ております。なお、㈱ＰＨエレクトロニクスは平成18年10月に全株式を譲渡したことにより子会社ではな

くなりました。 

事業区分 主要製品 

電子警報機器事業 各種回転表示灯、散光式警光灯、各種積層式信号灯他 

電子情報伝達機器事業 液晶表示機器、ＬＥＤ表示機器 

その他の事業 プリント基板 

  
前連結会計年度 

（千円） 
当連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の金額 
655,643 722,492 

提出会社の総務・人事・経理

部門等の管理部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含めた全社資産

の金額 

13,123,919 10,370,409 

提出会社での余資運用資金

（預金）、長期投資資金（投

資有価証券）及び管理部門に

係る資産並びに子会社トーイ

ンビル㈱の保有する資産 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米…米国 

アジア…シンガポール、インドネシア、中国 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「１）事業の種類別セグメント情報」の「（注）４．」

と同一であります。 

４．会計方針の変更 

 （前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、固定

資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しております。この変更が各セグメントの営業損益に与える影響は軽微であり

ます。 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 9,791,793 680,399 287,017 10,759,211 － 10,759,211 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
515,377 15,819 943,445 1,474,641 (1,474,641) － 

計 10,307,170 696,219 1,230,463 12,233,853 (1,474,641) 10,759,211 

営業費用 7,788,227 660,846 1,073,561 9,522,635 (818,926) 8,703,708 

営業利益 2,518,943 35,372 156,901 2,711,217 (655,714) 2,055,502 

Ⅱ 資産 9,458,960 665,627 650,586 10,775,174 12,800,077 23,575,251 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 10,382,848 841,286 385,118 11,609,254 － 11,609,254 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
287,990 2,328 1,352,406 1,642,725 (1,642,725) － 

計 10,670,839 843,614 1,737,525 13,251,979 (1,642,725) 11,609,254 

営業費用 8,608,350 795,351 1,455,084 10,858,787 (931,645) 9,927,141 

営業利益 2,062,488 48,263 282,440 2,393,192 (711,079) 1,682,112 

Ⅱ 資産 13,254,331 693,829 950,287 14,898,448 10,370,409 25,268,857 



【海外売上高】 

    （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

   北米・・・米国 

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）  

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 680,399 604,923 1,285,323 

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  － 10,759,211 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
6.3 5.6 11.9 

 当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 841,286 792,769 1,634,056 

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  － 11,609,254 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
7.2 6.8 14.0 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 955.39

１株当たり当期純利益（円） 28.93

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益（円） 
28.65

１株当たり純資産額（円） 1,022.56

１株当たり当期純利益（円） 87.71

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益（円） 
87.46

 当社は、平成18年１月20日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については、以下のとおりであります。 

  

１株当たり純資産額（円） 934.54

１株当たり当期純利益（円） 68.97

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益（円） 
67.60

 

    

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円） 603,650 1,819,505 

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,650 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (10,650) （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 593,000 1,819,505 

期中平均株式数（千株） 20,494 20,742 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（千株） 204 59 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  

 ────── 

  

新株予約権１種類（新株予約権の

数300個）。これらの詳細は、

「第４ 提出会社の状況、１ 株

式等の状況、（2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりでありま

す。  



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── １．当社所有のテクノセンターの建物及び土地を、下記

のとおり売却いたしました。 

 ① 売却日 平成19年６月21日 

 ② 売却先  ㈱マルキ 

 ③ 売却価額 293百万円 

 ④ 当該事象の業績に与える影響 

 業績に与える影響は、軽微であります。 

２．平成 19年６月１日開催の取締役会において、当社所

有の本社の建物及び土地に関して下記のとおり売却決

議し、平成19年６月５日に売却契約を締結いたしまし

た。 

 ① 売却時期 平成19年11月末日まで 

 ② 売却先  大平工業㈱ 

 ③ 売却価額 620百万円 

 ④ 当該事象の業績に与える影響 

 業績に与える影響は、特別利益が173百万円増加

し、税金等調整前当期純利益が173百万円増加する見

込みであります。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

（注）平均利率については、期末の利率及び残高を使用しております。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 21,023 45,053 5.038 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除
く。） 

－ － － － 

その他の有利子負債 － － － － 

計 21,023 45,053 － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  5,900,119 3,663,432 

２．受取手形 ※５  969,518 953,608 

３．売掛金 ※５  1,767,558 1,835,246 

４．製品  513,633 611,954 

５．原材料  678,091 760,207 

６．仕掛品  286,723 316,813 

７．貯蔵品  17,042 18,175 

８．前払費用  2,112 3,655 

９．未収入金  161,727 204,146 

10．未収還付法人税等  － 646,555 

11．繰延税金資産  162,468 128,877 

12．その他  43,913 4,050 

貸倒引当金  △1,352 △1,546 

流動資産合計  10,501,557 46.7 9,145,176 39.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（１）建物  5,097,090 7,117,661   

減価償却累計額  2,627,133 2,781,597   

減損損失累計額  195,212 2,274,745 342,125 3,993,938 

（２）構築物  279,830 333,501   

減価償却累計額  218,337 61,492 231,326 102,174 

（３）機械及び装置  458,775 513,067   

減価償却累計額  372,838 85,937 396,535 116,531 

（４）車両及び運搬具  26,787 38,287   

減価償却累計額  22,926 3,860 24,556 13,731 

（５）工具器具及び備品  1,095,701 1,251,836   

減価償却累計額  888,535 207,165 951,318 300,517 

（６）土地  3,393,466 5,771,247 

（７）建設仮勘定  76,949 157,147 

有形固定資産合計  6,103,618 27.1 10,455,289 45.1

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

２．無形固定資産    

（１）ソフトウェア  5,084 22,965 

（２）電話加入権  4,868 4,868 

（３）ソフトウェア仮勘定  － 214,949 

（４）その他  730 434 

無形固定資産合計  10,683 0.1 243,217 1.0

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券  764,832 680,039 

（２）関係会社株式  4,003,601 375,005 

（３）関係会社出資金  13,315 62,662 

（４）従業員長期貸付金  560 260 

（５）長期前払費用  985 7,981 

（６）差入保証金  39,102 48,700 

（７）保険積立金  21,879 5,629 

（８）ゴルフ会員権  65,900 28,700 

（９）繰延税金資産  950,145 2,152,484 

（10）その他  47,012 16,812 

貸倒引当金  △34,901 △12,000 

投資その他の資産合計  5,872,433 26.1 3,366,275 14.5

固定資産合計  11,986,735 53.3 14,064,782 60.6

資産合計  22,488,293 100.0 23,209,959 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※５ 33,848 53,793 

２．買掛金 ※５ 1,275,736 1,226,439 

３．未払金  126,785 387,703 

４．未払費用  114,060 112,470 

５．未払法人税等  471,756 － 

６．前受金  3,175 7,358 

７．預り金  9,976 41,426 

８．賞与引当金  241,000 248,000 

９．設備支払手形  8,591 186,161 

流動負債合計  2,284,930 10.2 2,263,352 9.8

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  213,695 － 

２．役員退職慰労引当金  393,378 48,292 

３．預り保証金  291,700 348,007 

４．その他  － 13,867 

固定負債合計  898,774 4.0 410,167 1.7

負債合計  3,183,705 14.2 2,673,520 11.5

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 2,789,806 12.4 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,804,805 －   

２．その他資本剰余金    

（1）自己株式処分差益  168 － － －

資本剰余金合計  2,804,974 12.5 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  97,483 －   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  12,950,000 －   

３．当期未処分利益  596,874 －   

利益剰余金合計  13,644,357 60.6 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  196,440 0.9 － －

Ⅴ 自己株式 ※２ △130,992 △0.6 － －

資本合計  19,304,587 85.8 － －

負債・資本合計  22,488,293 100.0 － － 

     
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 2,828,396 12.2

２．資本剰余金     

(1）資本準備金   － 2,843,282   

(2）その他資本剰余金   － 168   

資本剰余金合計    － － 2,843,451 12.3

３．利益剰余金     

(1）利益準備金   － 97,483   

(2）その他利益剰余金     

別途積立金   － 12,950,000   

繰越利益剰余金   － 1,713,042   

利益剰余金合計    － － 14,760,526 63.6

４．自己株式   － － △131,163 △0.6

株主資本合計    － － 20,301,210 87.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金 

  － － 235,229 1.0

評価・換算差額等合計    － － 235,229 1.0

純資産合計    － － 20,536,439 88.5

負債純資産合計    － － 23,209,959 100.0

               



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  10,307,170 100.0 10,034,011 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１．製品期首たな卸高  356,416 513,633   

２．当期製品仕入高  664,314 796,020   

３．当期製品製造原価  4,633,608 4,589,173   

合計  5,654,339 5,898,826   

４．他勘定振替高 ※１ 6,984 21,899   

５．製品期末たな卸高  513,633 5,133,721 49.8 611,954 5,264,973 52.5

売上総利益  5,173,449 50.2 4,769,037 47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．荷造・運送費  194,480 204,027   

２．広告宣伝費  67,654 71,850   

３．貸倒引当金繰入額  202 974   

４．役員報酬  94,045 95,715   

５．給与手当  918,681 883,747   

６．賞与  125,890 139,090   

７．賞与引当金繰入額  129,396 131,145   

８．退職金  － 75   

９．退職給付費用  53,192 61,811   

10．役員退職慰労引当金繰
入額 

 34,158 22,003   

11．福利厚生費  186,532 183,992   

12．賃借料  153,195 165,053   

13．交際費  28,506 53,542   

14．旅費交通費  142,477 161,752   

15．通信費  44,325 44,505   

16．減価償却費  79,481 95,779   

17．研究開発費 ※２ 545,427 570,375   

18．その他  512,502 3,310,149 32.1 506,375 3,391,816 33.8

営業利益  1,863,299 18.1 1,377,220 13.7

 



   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※３ 2,358 4,244   

２．受取配当金  ※３  26,149 23,466   

３．退職給付会計基準変更
時差異処理額 

 29,655 14,827   

４．受取ロイヤリティ収入  ※３  9,321 21,979   

５．為替差益  9,893 8,945   

６．不動産賃貸収入  － 19,460   

７．雑収入 ※３ 6,775 84,155 0.8 24,717 117,641 1.2

Ⅴ 営業外費用    

１．売上割引  10,004 10,859   

２．投資有価証券償還損  － 5,636   

３．不動産賃貸費用  － 5,436   

４．新株発行費  7,499 －   

５．株式交付費  － 1,370   

６．雑損失  3,622 21,126 0.2 5,630 28,934 0.3

経常利益  1,926,328 18.7 1,465,927 14.6

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※４ 1,566 915   

２．受取保険金  ※５ 409,554 －   

３．投資有価証券売却益    123 －   

４．退職給付引当金取崩益 ※６ － 138,151   

５．ゴルフ会員権譲渡益 ※７ － 411,243 4.0 12,220 151,287 1.5

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※８ 2,448 460   

２．減損損失  ※９  1,504,010 188,813   

３．ゴルフ会員権関連損失 ※10 6,391 －   

４．子会社整理損 ※11 － 503,596   

５．社葬費用及び弔慰金  ※５  41,866 －   

６．その他   486 1,555,204 15.1 675 693,545 6.9

税引前当期純利益  782,367 7.6 923,669 9.2

法人税、住民税及び事
業税 

 880,000 416,000   

法人税等調整額  △611,322 268,677 2.6 △1,137,033 △721,033 △7.2

当期純利益  513,689 5.0 1,644,703 16.4

前期繰越利益  83,184 － 

当期未処分利益  596,874 － 

     



製造原価明細書 

 （脚注） 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  2,668,440 56.4 2,529,208 54.6

Ⅱ 外注加工費  820,220 17.3 877,050 18.9

Ⅲ 労務費  853,527 18.1 837,986 18.1

Ⅳ 経費 ※２ 389,148 8.2 388,657 8.4

当期総製造費用  4,731,336 100.0 4,632,903 100.0 

期首仕掛品たな卸高  208,069 286,723 

合計  4,939,405 4,919,627 

他勘定振替高 ※３ 19,073 13,640 

期末仕掛品たな卸高  286,723 316,813 

当期製品製造原価  4,633,608 4,589,173 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １．原価計算の方法  １．原価計算の方法 

 組別総合原価計算を採用しております。 

 なお、期中は予定原価を採用し、発生した原価差

額を、期末において調整計算し一括配賦しておりま

す。 

同左 

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳 

減価償却費        174,310千円

租税公課       33,246千円

水道光熱費       30,086千円

消耗品費       32,136千円

賃借料       13,539千円

減価償却費     173,557千円

租税公課      27,922千円

水道光熱費    28,684千円

消耗品費    40,800千円

賃借料   10,829千円

※３．他勘定振替高の内訳 ※３．他勘定振替高の内訳 

固定資産へ振替     18,139千円

販売費及び一般管理費へ振替   933千円

計     19,073千円

固定資産へ振替    3,281千円

販売費及び一般管理費へ振替   10,359千円

計   13,640千円



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

   
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成18年６月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  596,874

Ⅱ 利益処分額  

１．配当金  310,435

２．役員賞与金  10,650

（うち監査役賞与金）  (750) 

３．任意積立金  

別途積立金  － 321,085

Ⅲ 次期繰越利益  275,789

   



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月28日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本合
計 資本準備

金 

その他
資本剰
余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

2,789,806 2,804,805 168 2,804,974 97,483 12,950,000 596,874 13,644,357 △130,992 19,108,147 

事業年度中の変動額                    

新株の発行 38,589 38,476   38,476           77,065 

剰余金の配当（注）             △310,435 △310,435   △310,435 

剰余金の配当             △207,450 △207,450   △207,450 

当期純利益             1,644,703 1,644,703   1,644,703 

自己株式の取得                 △171 △171 

役員賞与金（注）             △10,650 △10,650   △10,650 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

                    

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

38,589 38,476 － 38,476 － － 1,116,168 1,116,168 △171 1,193,062 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

2,828,396 2,843,282 168 2,843,451 97,483 12,950,000 1,713,042 14,760,526 △131,163 20,301,210 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

196,440 196,440 19,304,587 

事業年度中の変動額      

新株の発行     77,065 

剰余金の配当（注）     △310,435 

剰余金の配当     △207,450 

当期純利益     1,644,703 

自己株式の取得     △171 

役員賞与金（注）     △10,650 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

38,788 38,788 38,788 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

38,788 38,788 1,231,851 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

235,229 235,229 20,536,439 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております） 

(2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております） 

  ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品・仕掛品 

 総平均法による原価法 

製品・仕掛品 

同左 

  原材料 

 移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

  貯蔵品 

 終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物 ８～50年 

構築物 ７～30年 

機械及び装置 ７～12年 

車両及び運搬具 ６年 

工具器具及び備品 ２～８年 

  

  (2）無形固定資産 

 定額法 

 ただし、ソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 契約期間等に応じた均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

 ──────  

  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充てるた

め、支給見込み額のうち当期に負担す

べき金額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、会計基準変更時差異 

（△296,553千円）は、10年間の均等取

崩額を収益に計上する方法で処理して

おります。 

 また、数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

（追加情報）  

当社は、確定拠出年金法の施行に伴

い、平成18年10月１日に適格退職年金

制度より確定拠出年金制度及び前払退

職金制度へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用してお

ります。本移行に伴う影響額は、特別

利益として138,151千円を計上しており

ます。 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 ① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨建金銭

債権債務については、振当処理の要件

を満たしている場合は、振当処理を行

っております。 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

 デリバティブ取引（為替予約取引） 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

  ・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性があ

る外貨建金銭債権債務 

・ヘッジ対象 

同左 

 



 会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建売掛金及び買掛金残高の範囲

に限定しており、ヘッジ対象に係わる

為替相場変動リスクのヘッジを行って

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 当社の利用するヘッジ手段（為替予

約取引）は、ヘッジ対象の残高の範囲

内で同一通貨により、決済期日も同期

間で行っているため、高い有効性があ

ると判断しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準）   ────── 

 当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

この変更により、減損損失1,504,010千円を計上し、販売

費及び一般管理費に計上された減価償却費は当該変更前に

比して1,976千円減少しております。この結果、営業利益

及び経常利益が1,976千円増加し、税引前当期純利益が

1,502,034千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表示しており

ます。 

 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。  

従来の資本の部の合計に相当する金額は、20,536,439

千円であります。  

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 



表示方法の変更 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ──────  前事業年度において「新株発行費」として掲記されて

いたものは、当事業年度から「株式交付費」として表示

しております。 

  

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１．会社が発行する株式の総数 ※１．       ────── 

普通株式     41,000,000株  

発行済株式の総数   

普通株式     20,942,800株  

※２．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式247,110

株であります。 

※２．       ────── 

  

 ３．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより、増加した純資産額は   

196,440千円であります。 

 ３．       ────── 

  

 ４．       ────── 

  

  ４．偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

派特莱電子（上海）有限公司     45,053千円

 ※５．       ────── 

  

 ※５．期末日満期手形 

 期末日満期手形、一括決済方式及び債務引受型一

括決済方式の会計処理については、手形交換日又

は決済日をもって決済処理しております。当事業

年度の末日は金融機関の休日でありましたが、満

期日又は決済日に以下の債権及び債務の決済が行

われたものとして処理しております。 

受取手形     215,636千円

売掛金     6,721千円

支払手形     15,786千円

買掛金     279,261千円



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費へ振替       24,001千円

材料勘定より受入    △17,758千円

固定資産へ振替    740千円

計      6,984千円

販売費及び一般管理費へ振替    19,352千円

固定資産へ振替     2,546千円

計  21,899千円

※２．当期における研究開発費の総額は545,427千円であ

り、全額一般管理費に計上しております。 

※２．当期における研究開発費の総額は570,375千円であ

り、全額一般管理費に計上しております。 

※３．関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

関係会社よりの受取利息       1,044千円

関係会社よりの受取配当金    18,498千円

関係会社よりの受取ロイヤリ

ティ収入 

   9,321千円

   

※３．関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

関係会社よりの受取利息    474千円

関係会社よりの受取配当金   14,374千円

関係会社よりの受取ロイヤリ

ティ収入 

   21,979千円

関係会社よりの受取役務収入    11,536千円

   

※４．固定資産売却益は、全て工具器具及び備品であり

ます。         

※４．固定資産売却益は、工具器具及び備品915千円であ

ります。         

※５．代表取締役会長佐々木宏樹の死亡に伴うものであ

ります。         

※５．        ──────        

※６．         ──────        ※６．退職給付引当金取崩益は、平成18年10月に適格退

職年金制度より確定拠出年金制度及び前払退職金制

度へ移行したことに伴うものであります。      

※７．         ──────       ※７．ゴルフ会員権譲渡益は、貸倒引当金戻入益7,900千

円及びゴルフ会員権売却益4,320千円の合計でありま

す。         

※８．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※８．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械及び装置      1,866千円

工具器具及び備品    486千円

その他    95千円

計      2,448千円

建物   173千円

機械及び装置       15千円

工具器具及び備品      271千円

計   460千円

 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※９．減損損失 

  ① 減損損失を認識した資産グループの概要 

    用途   研究開発施設 

    種類   土地・建物 

    場所   大阪府八尾市 

    金額内訳 土地 1,308,798千円 

         建物   195,212千円 

  ② 資産のグルーピングの方法 

事業用資産については事業部門毎に、遊休資産に

ついては個別物件毎にグルーピングしておりま

す。 

  ③ 減損損失を認識するに至った経緯 

当該研究開発施設は当事業年度末においては使用

しておりますが、現在三田工場内に建設中の新研

究開発棟の完成後は遊休化することが確実であ

り、今後の使用見込みもなく、かつ市場価格も大

幅に下落していることから減損損失を計上いたし

ました。 

  ④ 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士の鑑定評価額により評価してお

ります。 

※９．減損損失 

  ① 減損損失を認識した資産グループの概要 

    用途   研究開発施設 

    種類   土地・建物 

    場所   大阪府八尾市 

    金額内訳 土地   41,900千円 

         建物   146,913千円 

  ② 資産のグルーピングの方法 

事業用資産については事業部門毎に、遊休資産に

ついては個別物件毎にグルーピングしておりま

す。 

  ③ 減損損失を認識するに至った経緯 

当該研究開発施設は、三田工場内に建設中であり

ました研究開発施設が完成したことに伴い当連結

会計年度末において遊休化しています。また売却

契約が平成19年６月末までには締結される見込み

であり、回収可能価額が帳簿価額を下回ることに

より、減損損失を計上しました。 

  ④ 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

ります。 

※10．ゴルフ会員権関連損失は、貸倒引当金繰入額900 

   千円、投資有価証券評価損4,870千円及び貸倒損失

621千円であります。 

※10．                ────── 

※11．             ────── 

    

※11．子会社整理損は、トーインビル㈱の株式3,628,596

千円からトーインビル㈱からの受取配当金

3,125,000千円を相殺した後の金額であります。 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 247 0 － 247 

合計 247 0 － 247 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

   
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

 
期末残高

相当額 

    千円  千円  千円

工具器具及び備品   298,983  125,719  173,263

合計   298,983  125,719  173,263

   
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

 
期末残高

相当額 

    千円  千円  千円

工具器具及び備品  280,861  155,587  125,274

合計   280,861  155,587  125,274

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

 （注）        同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内       54,607千円

１年超       118,656千円

合計        173,263千円

１年内    48,292千円

１年超       76,981千円

合計      125,274千円

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 （注）        同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料       47,702千円

減価償却費相当額       47,702千円

支払リース料      55,531千円

減価償却費相当額      55,531千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。  

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

(減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。  



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金    98,810千円

棚卸資産 7,280千円

未払事業税 40,797千円

その他 15,580千円

繰延税金資産（流動）合計 162,468千円

   

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 87,615千円

役員退職慰労引当金 161,284千円

ソフトウエア 81,221千円

減損損失 616,644千円

ゴルフ会員権 35,809千円

その他    104,081千円

繰延税金資産（固定）合計  1,086,655千円

   

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金  △136,509千円

繰延税金資産（固定）の純額    950,145千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金  101,680千円

未払費用  11,480千円

未払事業税  4,384千円

その他   11,332千円

繰延税金資産（流動）合計  128,877千円

   

繰延税金資産（固定）  

子会社株式  1,487,724千円

役員退職慰労引当金    19,799千円

ソフトウエア  77,524千円

減損損失   690,010千円

投資有価証券評価損  43,340千円

その他    49,215千円

繰延税金資産（固定）小計  2,367,615千円

評価性引当額 △110,335千円

繰延税金資産（固定）合計 2,257,280千円

   

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △104,796千円

繰延税金資産（固定）の純額 2,152,484千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

法定定実効税率    41.0％

（調整）    

試験研究費特別控除 △7.3％

外国税額控除 △1.9％

 交際費等永久に損金に算入され 

 ない項目 

1.5％

住民税均等割 2.3％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  34.3％

  

法定定実効税率        41.0％

（調整）    

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

   △138.9％

試験研究費特別控除     △5.8％

評価性引当額     11.8％

 課税留保金額の益金算入   9.5％

 交際費等永久に損金に算入され 

 ない項目 

  2.5％

住民税均等割    1.9％

その他     △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率      △78.1％



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 932.26 986.44 

１株当たり当期純利益（円） 24.54 79.29 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益（円） 
24.30 79.04 

  当社は、平成18年１月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりでありま

す。 

１株当たり純資産額   912.28円 

１株当たり当期純利益  63.16円 

潜在株式調整後１株当 

たり当期純利益     61.90円  

  

      

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円） 513,689 1,644,703 

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,650 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (10,650) （－）  

普通株式に係る当期純利益（千円） 503,039 1,644,703 

期中平均株式数（千株） 20,494 20,742 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（千株） 204 59 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  

────── 

新株予約権１種類（新株予約権

の数300個）。これらの詳細は、

「第４ 提出会社の状況、１ 株

式等の状況、（2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── １．当社所有のテクノセンターの建物及び土地を、下記の

とおり売却いたしました。 

 ① 売却日 平成19年６月21日 

 ② 売却先  ㈱マルキ 

 ③ 売却価額 293百万円 

 ④ 当該事象の業績に与える影響 

 業績に与える影響は、軽微であります。 

２．平成 19年６月１日開催の取締役会において、当社所

有の本社の建物及び土地に関して下記のとおり売却決議

し、平成19年６月５日に売却契約を締結いたしました。

 ① 売却時期 平成19年11月末日まで 

 ② 売却先  大平工業㈱ 

 ③ 売却価額 620百万円 

 ④ 当該事象の業績に与える影響 

 業績に与える影響は、特別利益が173百万円増加し、

税引前当期純利益が173百万円増加する見込みであり

ます。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

東京電力㈱ 56,661 228,343 

近畿日本鉄道㈱ 201,589 74,789 

野村ホールディングス㈱ 20,450 50,204 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 50 67,045 

㈱電響社  44,992 44,992 

三菱地所㈱ 20,000 77,400 

㈱南都銀行 20,000 12,320 

㈱モリタ 24,248 16,561 

㈱大電社 16,426 8,048 

トラスコ中山㈱ 4,215 10,052 

その他（17銘柄） 36,334 90,280 

計 444,967 680,039 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）「当期減少額」及び「当期償却額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、ゴルフ会員権を売却したことに伴う取崩額であります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 
（千円） 

当期末減損
損失累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末
残高（千
円） 

有形固定資産                 

建物 

  

5,097,090 

 

2,021,196 

 

625 

 

7,117,661 

 

2,781,597 

 

342,125 

 

154,915 

(146,913)

3,993,938 

 

構築物 279,830 53,670 － 333,501 231,326 － 12,988 102,174 

機械及び装置 458,775 54,591 300 513,067 396,535 － 23,982 116,531 

車両及び運搬具 26,787 11,500 － 38,287 24,556 － 1,629 13,731 

工具器具及び備品 1,095,701 188,233 32,098 1,251,836 951,318 － 91,257 300,517 

土地 

  

3,393,466 

  

2,419,681 

  

41,900 

(41,900)

5,771,247 

  

－ 

  

－ 

  

－ 

  

5,771,247 

  

建設仮勘定 76,949 6,497,264 6,417,065 157,147 － － － 157,147 

有形固定資産計 
10,428,601 

 

11,246,137 

 

6,491,989 

(41,900)

15,182,749 

 

4,385,334 

 

342,125 

 

284,774 

(146,913)

10,455,289 

 

無形固定資産                 

ソフトウェア 159,755 21,573 － 181,329 158,363 － 3,693 22,965 

電話加入権 4,868 － － 4,868 － － － 4,868 

ソフトウェア仮勘定 － 214,949 － 214,949 － － － 214,949 

その他 4,688 － － 4,688 4,253 － 434 434 

無形固定資産計 169,312 236,522 － 405,834 162,617 － 4,127 243,217 

長期前払費用 2,960 9,200 － 12,160 4,178 － 2,203 7,981 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 36,253 974 13,731 9,950 13,546 

賞与引当金 241,000 248,000 241,000 － 248,000 

役員退職慰労引当金 393,378 22,003 367,089 － 48,292 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

 当事業年度末（平成19年３月31日現在）における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

２）受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 3,444 

預金の種類   

当座預金 1,088,087 

普通預金 71,915 

定期預金 2,496,669 

積立預金 478 

別段預金 2,837 

小計 3,659,987 

合計 3,663,432 

相手先 金額（千円） 

明治電機工業㈱ 133,130 

トヨタテクノクラフト㈱ 100,879 

中西電機工業㈱ 43,419 

日本ボデーパーツ工業㈱ 43,118 

山崎電機㈱ 39,966 

その他 593,092 

合計 953,608 

期日別 金額（千円） 

平成19年４月 288,621 

５月 307,431 

６月 252,069 

７月 103,017 

８月 2,468 

合計 953,608 



３）売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

４）製品 

５）原材料 

相手先 金額（千円） 

因幡電機産業㈱ 165,276 

高砂電機工業㈱ 126,577 

明治電機工業㈱ 93,702 

ダイワボウ情報システム㈱ 69,844 

㈱マルタカ 57,666 

その他 1,322,178 

合計 1,835,246 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

 × 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

1,767,558 10,532,538 10,464,850 1,835,246 85.1 62.43 

品目 金額（千円） 

回転灯機器 87,573 

表示灯機器 323,800 

音声周辺機器 51,779 

文字表示機器 57,760 

その他 91,039 

合計 611,954 

品目 金額（千円） 

回転灯機器 163,197 

表示灯機器 247,987 

音声周辺機器 89,618 

文字表示機器 167,130 

その他 92,273 

合計 760,207 



６）仕掛品 

７）貯蔵品 

８）関係会社株式 

９）繰延税金資産 

 （注）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、「２ 財務諸表等 注記事項（税効果会計関係）」に記載しており

ます。 

品目 金額（千円） 

回転灯機器 62,121 

表示灯機器 98,900 

音声周辺機器 43,340 

文字表示機器 83,001 

その他 29,450 

合計 316,813 

区分 金額（千円） 

カタログ 7,229 

宣伝販促用物品 4,664 

その他 6,281 

合計 18,175 

会社名 金額（千円） 

PATLITE(SINGAPORE)PTE LTD   229,155 

PATLITE(U.S.A.)CORPORATION  144,200 

PT.PATLITE INDONESIA   1,650 

合計 375,005 

会社名 金額（千円） 

流動資産に計上した繰延税金資産 128,877 

固定資産に計上した繰延税金資産 2,152,484 

合計 2,281,361 



② 負債の部 

１）支払手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

２）買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

スタンレー電気㈱ 6,367 

㈱アイコン 4,000 

㈱森垣金属工業所 3,796 

昭和電気㈱ 3,316 

幸栄電機㈱ 3,129 

その他 33,181 

合計 53,793 

期日別 金額（千円） 

平成19年４月 21,734 

５月 15,349 

６月 16,709 

合計 53,793 

相手先 金額（千円） 

㈱イズミエレクトロニクス 273,405 

因幡電機産業㈱ 38,344 

ユニペックス㈱ 34,306 

㈱内村 31,962 

㈲中條製作所 31,516 

その他 816,904 

合計 1,226,439 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１．平成19年６月１日開催の取締役会において、株主名簿管理人の変更を決議し、同年６月28日より次のとおり

となります。  

  取扱場所     大阪市中央区北浜二丁目２番21号 

       中央三井信託銀行株式会社 大阪支店  

   株主名簿管理人  東京都港区芝三丁目33番１号  

中央三井信託銀行株式会社 

   取次所      中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 

     日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

 ２．ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載

いたします。会社のホームページのアドレスは下記のとおりであります。 

 公告掲載ＵＲＬ http://www.patlite.co.jp 

 ３．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の

規定による請求を有する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。 

  

事業年度 ４月１日から３月３１日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券 1,000株券 10,000株券 

剰余金の配当の基準日 ９月３０日、３月31日 

１単元の株式数 １００株 

株式の名義書換え   

取扱場所（注）１ 
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

株主名簿管理人（注）１ 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所（注）１ 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り・買増し   

取扱場所（注）１ 
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

株主名簿管理人（注）１ 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所（注）１ 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 電子公告 （注）２ 

株主に対する特典 
毎３月末現在100株以上を保有する株主に対し、3,000円相当のグルメギ

フト券を贈呈。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

   当社は、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第44期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）   平成18年６月29日近畿財務局長に提出。 

(2）臨時報告書                             平成18年６月29日 

                                    近畿財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）に基づ

く臨時報告書であります。 

(3）半期報告書 

 （第45期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）     平成18年12月22日近畿財務局長に提出。 

(4）半期報告書の訂正報告書                       平成19年２月16日近畿財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

       

      平成18年６月28日

株式会社パトライト      

  取 締 役 会  御 中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 大西 康弘  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 中村 基夫  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パトライトの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社パトライト及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に

係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書

       

      平成19年６月27日

株式会社パトライト      

  取 締 役 会  御 中  

  新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 柳 年哉  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 松本 要  印 

         

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 増田 豊  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パトライトの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社パトライト及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書

       

      平成18年６月28日

株式会社パトライト      

  取 締 役 会 御 中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 大西 康弘  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 中村 基夫  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パトライトの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

パトライトの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなった

ため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書

       

      平成19年６月27日

株式会社パトライト      

  取 締 役 会 御 中  

  新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 柳 年哉  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 松本 要  印 

         

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 増田 豊  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パトライトの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第45期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

パトライトの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管

しております。 
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